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    委員    源  正樹 
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   三瓶教育課長      宇都宮積矢 

   総務課長補佐      大﨑 伸一 

   総務課長補佐      岡本 夕佳 

   危機管理課長補佐    三好 栄治 

   危機管理監       兵頭 浩樹 

   税務課長補佐      源  琢哉 

   財政課長補佐      沖野 貴洋 

   監理用地課長補佐     山下みさと 

   まちづくり推進課長補佐  安田  司 

   まちづくり推進課室長   清家 昌弘 
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   教育総務課長補佐     土居 靖史 

   学校教育課長補佐     桝田寿美子 

   三瓶学校給食センター所長 竹﨑 博泰 

   生涯学習課長補佐     佐藤陽一郎 

   スポーツ・文化課長補佐  髙木 邦宏 

   総務課係長        兵頭 栄治 

   総務課係長        森岡 光雄 

   総務課係長        角藤 展行 

   危機管理課係長      宇都宮雅己 

   危機管理課係長      寺岡  誠 

   税務課係長        柴田 直樹 

   まちづくり推進課係長  宇都宮弘志郎 
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   政策推進課係長      脇本美登利 

   政策推進課係長      山村 正志 

   教育総務課係長      中井 圭介 

   スポーツ・文化課係長   兵頭 孝明 

１．出席議会事務局職員 

   書記  瀧川 健二 

１．会議に付した事件  

議案第 105号 野村中学校外壁改修工事変更請

負契約について 

議案第 106号 西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制

定について 

議案第 107号 西予市教育委員会の職務権限に

属する事務の管理及び執行の特

例に関する条例制定について 

議案第 108号 西予市債権管理条例制定につい

       て 

議案第 109号 西予市職員の定年等に関する条

例等の一部を改正する等の条例

制定について 

議案第 110号 西予市ギャラリーしろかわ条例

の一部を改正する条例制定につ

いて 

議案第 111号 西予市営球場条例の一部を改正

する条例制定について 

 議案第 112号 西予市運動公園条例の一部を改

正する条例制定について 
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 議案第 113号 西予市立学校施設の開放に関す

る条例の一部を改正する条例制

定について 

 議案第 114号 西予市歴史民俗資料館及び郷土

文化保存伝習施設条例の一部を

改正する条例制定について 

 議案第 115号 西予市図書交流館条例の一部を

改正する条例制定について 

 議案第 121号 西予市移住交流体験施設の設置

及び管理条例の一部を改正する

条例制定について 

 議案第 130号 西予市城川総合運動公園条例の

一部を改正する条例制定につい

て 

 議案第 131号 西予市営プール条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第 132号 西予市社会体育施設条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第 133号 西予市市民憩いの家条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第 134号 西予市ふれあい森林施設条例の

一部を改正する条例制定につい

て 

 議案第 135号 西予市乙亥の里条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第 136号 西予市俵津文楽会館条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第 139号 西予市城川文書館設置条例の一

部を改正する等の条例制定につ

いて 

 議案第 140号 西予市野村少年自然の家条例を

廃止する条例制定について 

 議案第 151号 令和４年西予市一般会計補正予

算（第８号） 

 議案第 158号 ＣＡＴＶ整備事業 城川サブセ

ンター整備工事変更請負契約に

ついて 

 請願第２号 学校給食の無償化を求める請願 

 請願第３号 西予市内の事業者から購入を求

める請願書 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時58分 

○加藤副委員長 

これより令和４年第４回定例会総務常任委員会

を開会いたします。開会にあたり、委員長より挨

拶があります。 

○河野委員長 

 委員長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

次に、山住部長より挨拶をお願いいたします。 

○山住総務部長 

 山住部長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言し

てください。それではこれよりの進行は委員長が

行います。 

 

【総務部】 

【総務課】 

○河野委員長 

それでは、総務部の審査を行います。 

議案第 107 号「西予市教育委員会の職務権限に

属する事務の管理及び執行の特例に関する条例制

定について」を議題といたします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

それでは議案第 107 号「西予市教育委員会の職

務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関す

る条例制定について」御説明申し上げます。 

今回の改正は、令和５年度に向けた組織機構再

編に伴い、教育委員会の職務権限に属する事務の

一部を市長部局に移管しますので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律に基づき、市長が管

理執行する者の範囲を定めるとともに、関係する

３条例の一部を改正するものです。なお、令和５

年度に予定している新たな組織機構図（案）につ

きましては、事前に資料をお送りしておりますの

で、今回の条例改正に伴う主な組織再編を抜粋し

て説明させていただきます。 

資料３ページを御覧ください。 

まず、少子高齢化に伴い、人口減少が進み、地

域活動が衰退していく中で、課題解決のための拠

点整備を行うため、教育委員会の公民館を地域づ

くり活動センターとして、市長部局に移行します。

また、このことにあわせて、スポーツ・文化課が

所管している学校における体育に関することを除

くスポーツに関する事務及び文化財保護に関する

ことを除く文化に関する事務の権限を市長部局へ

移管するとともに、生涯学習課が所管する生涯学

習事業の一部及びスポーツ・文化課が所管する文

化財保護事業の一部を市長部局へ補助執行いたし

ます。なお、教育委員会においては、生涯学習課

とスポーツ・文化課の施設及び事務の一部を市長

部局へ移管、補助執行することから２課を統合し

て、まなび推進課を新設し、教育委員会で継続す

る学校体育及び文化財保護等の事業を推進してい

く予定です。 

続いて資料１ページにお戻りください。 

移管及び補助執行先となる市長部局の主な部署

としましては、まずは政策企画部まちづくり推進

課において、新たに生涯学習係とスポーツ文化振

興係を設置し、地域づくり活動センターと連携し、

移管されるスポーツ文化事業及び補助執行される

生涯学習事業の取組を一体的に推進していくこと

としております。 

次に、資料２ページですが、産業部経済振興課

においては、城川地区にあるギャラリーしろかわ

を新たに所管し、加えて隣接する城川歴史民俗資

料館を補助執行することで、今年度にオープンし

ましたジオミュージアムを合わせた城川３施設を

連携させた観光振興を推進していくこととしてお

ります。なお、組織機構につきましては、教育委

員会の職務権限に属する事務の一部を市長部局に

移管補助執行することのほかにも、再編が予定さ

れております。 

資料１ページの税務課におきましては、債権整

理室を設置することで、市債権の整理と適切な処

理を進めていく予定としており、監理用地課にお

いては、今年度末で廃止とし、契約管理業務につ

いては、財政課に契約管理室を設置して、工事や

委託事業等の予算調整及び執行状況を財政課で一

元的に管理できる体制とし、用地登記業務につい

ては、建設課に用地登記係を設置することで、道

路改良事業や市道認定等による登記事務と連携し

て推進する体制とします。 

また、政策推進課の情報推進室をデジタル推進

室へと改名し、国が推進していくＤＸ事業等デジ

タル業務の推進を強化する予定です。 
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次に資料４から５ページの各支所におきまして

も、地域づくり活動センターの行政サービス機能

充実に伴い、支所機能を見直すこととしておりま

す。支所教育課につきましては廃止、支所総務課

と生活福祉課を統合し、地域生活課を新設すると

ともに、支所業務の一部を本庁に集約することで、

業務の効率化を図ります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

大幅な組織変更があるわけなんですが、支所は、

２課になったりということで、市民の皆様のほう

には、周知とかというのはどのような形で行われ

る予定ですか。 

○兵頭総務課長 

広報で新たな組織機構の関係につきまして周知

する予定としております。今回の議会が通りまし

たら１月 20 日の広報にて周知する予定としてお

ります。 

○佐藤委員 

支所関係は、かなり仕事というのが、産業建設

課、地域福祉課の２課になって、非常に不便にな

るというか、そういうふうな感じにちょっと私は

思うわけなんですが、そういったところはどうい

った感じで対応される予定でしょうか。 

○兵頭総務課長 

今回の支所の再編につきましては、活動センタ

ーの機能と支所機能とのバランスを調整するもの

となります。ＩＣＴ等が導入されることにより、

最寄りの活動センター窓口でも、行政サービスの

提供が可能になりますから、それに伴い支所にお

いても、業務及び人員体制の見直しが必要として

おります。このことに関しましては既に支所関係

者と、支所業務に関係する本庁、教育委員会の関

係課にて、市民サービスの面で支所に残すべき業

務、またタブレット等とかＩＣＴの活用や効率化

にて本庁で集約できる業務を精査しておりまして、

支所に残る業務量のヒアリングを総務課がしまし

て、必要な職員数は配置する計画としております。

あわせて今後は、来年４月からの支所窓口業務の

スタートに向けて、本庁関係課と各支所で、タブ

レットやシステム等を活用した窓口連携について、

事前テスト行う計画としておりますので、行政サ

ービスが低下することのないように、準備を進め

ているところでございます。 

○佐藤委員 

支所関係、今説明は聞いたんですが、人員もか

なり削減が今の状態と比べると、今の支所と比べ

ると削減があるふうに感じるんですが、大体、何

名ぐらい削減というか、支所ごとに、もしも野村

支所が大体このぐらいの人数で行きますよという

形のものが分かっているんだったら説明を願いま

す。 

○兵頭総務課長 

まず４支所におきましては、平均で現在の正職

員数の約 60％程度になる予定です。 

各支所別にいきますと、明浜ですが現在の

26 名が 13 名ここは 50％ほど下がります。野村支

所が 29 名が 19 名こちらは 34％の減となり、城

川支所が 25 名が 14 名こちらが 44％の減、三瓶

支所が 28 名が 18 名こちらは 36％の減となって

います。これは正職員の数、保健師も含めた正職

員の数となります。 

○源委員 

今、佐藤委員から職員の数の質疑があったと思

うんですが加えていわゆる５級職員課長級がかな

り減るかと思いますが、課長級で５級の職員課長

級で何名減になるのでしょうかお尋ねします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 14 分） 

○河野委員長 

 再開を告げる。  （再開 午前９時 14 分） 

○兵頭総務課長 

明浜支所が、現在課長が４名おりますが、再編

後は２名になります。野村支所も４名から２名、

城川も４名から２名、三瓶も４名から２名という

ことです。 

○源委員 

ありがとうございます。あと加えて監理用地課

が係になったり、そこら辺もあるかと思うんで減

少幅分かりました。 

もう１点なんですが、これ生涯学習課とスポー

ツ・文化課が、基本的には係はまちづくりのほう

に行くということで、正直今現在仕事量というか、
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業務内容見てもかなりまちづくり推進課の所管す

る業務のほうが多くて、これ以上増えると少しど

うなんだろうと懸念をするんですがその辺りにつ

いてお考えをお伺いします。 

○兵頭総務課長 

まちづくり推進課につきましては、職員数を大

幅に増員する計画としており、また課長は１名で

すが、補佐を３名配置しまして、課長の負担軽減

とあと、各係を分担して監視管理できる体制とす

る予定です。 

○源委員 

まちづくり推進課、企画調整課だったりとか

様々な名前で課のほうが変遷してる経緯があるか

と思います。確かになかなか西予市の課題と言っ

ても、多岐にわたりましてなかなかここがはっき

りやるというとこが不明確なものがこのまちづく

り推進課に集中してるんじゃないかなというふう

に考えますので、今補佐級が１名増ということと、

当然職員数が増えるということは理解してるんで

すが、課長が 1 名だけですので、その他について

は十分留意をしながら進めていただきたいという

ふうに思っております。私の意見になります。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 107 号「西予市教育委員会の職務権限に

属する事務の管理及び執行の特例に関する条例制

定について」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

次に、議案第 109 号「西予市職員の定年等に関

する条例等の一部を改正する等の条例制定につい

て」を議題といたします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

続きまして、議案第 109 号「西予市職員の定年

等に関する条例等の一部を改正する等の条例制定

について」御説明申し上げます。 

今回の改正は、地方公務員法の一部改正に伴い

定年が引上げられることを踏まえ、関係する

13 条例の一部改正と１条例を廃止するものです。

定年引上げに関する地方公務員法の改正内容につ

きましては、事前にお送りしております資料の１

ページを御覧ください。 

主な改正の内容としましては、国家公務員の定

年引上げに伴い、同様の措置を講ずるため現在の

定年 60 歳を令和５年度から令和 14 年度にかけて

２年に１歳ずつ段階的に 65 歳まで引上げます。

定年延長の対象となる職員は、来年度の令和５年

度で 60 歳を迎える昭和 38 年度までの職員から、

その後、昭和 41 年度生まれまでの職員が定年の

段階的引上げ期間に該当し、昭和 42 年度生まれ

の職員から定年が 65 歳として完了する予定です。

なお、段階的引上げ期間に該当する職員につきま

しては、65 歳以前に退職を迎えますので、退職

後は、暫定再任用の身分でフルタイムまたは短時

間勤務にて、65 歳まで勤務を行うことが可能で

す。 

次に、資料２ページを御覧ください。 

定年の引上げとあわせて、組織の新陳代謝を確

保し、組織活力を維持することを目的に 60 歳で

の役職定年制を導入します。原則 60 歳を迎えた

部課長等の管理監督にある職員は、翌年度の４月

１日に降任し、一般職として定年延長まで勤務す

ることとなり、給与月額につきましては、60 歳

前の７割水準に引下げとなります。 

しかしながら、職務の遂行上の特別の事情等が

ある場合には、例外措置として、任命権者が引き

続き管理監督職に留任させることも可能でして、

その場合の期間は 1 年単位の延長で、最大３年ま

で、給与月額については 60 歳前の金額が引き継

がれることとなります。 

次に、60 歳を超えて延長される定年までに、

早期退職を選択する職員につきましては、本人の

希望により、延長される定年まで短時間勤務の再

任用職につくことが可能となる定年前再任用短時

間勤務制を導入します。内容的には現在の再任用

の短時間勤務と条件は変わりません。 

最後に、今回の法改正では、職員が 60 歳に達

する日の前年度に、60 歳以降の任用、給与、退

職手当に関する情報を提供し、職員の 60 歳以降

の勤務意志を確認するように努めることが求めら

れており、このことから、本議会において、関係
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条例の改正を行うことで、今年度中に定年延長の

該当者となる令和５年度の退職予定者に対して、

情報提供を行い、意思を確認する予定としており

ます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○小玉委員 

役職定年制なんですが、この管理を認めれば、

今と同じように再任部長みたいなやつが認められ

るということでしょうか。 

○兵頭総務課長 

今の再任用部長とは違いまして、あくまでも職

員として、そのまま部長職に残るということにな

ります。 

○小玉委員 

再任部長は部長職として、今残っとるですよね

今までは。給料はそれ下がるいうのは、下がった

いうのを聞いたんやけど、権限がない部長いうの

もおかしいじゃないですか。一般職として残るい

うのはおかしいことない。やっぱ部長として、役

職定年制の特例の仮に部長が任命されたらどうな

るかということです。 

○兵頭総務課長 

任命権者が認める場合は役職定年はいたしませ

ん。除外するということです。そのまま、職員と

して正職員として部長を引き継ぐということにな

りますので、特例が認められない場合は、役職定

年をして管理監督職から下がるという、降任する

ということになりますが、認める場合はそのまま、

役職定年制は適用しないということになります。 

○小玉委員 

そしたら今の再任部長は 1 回定年になって、再

任部長になるんやけど、そうじゃなくて定年にな

らずにずっといくいうことです。分かりました。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

これに該当する方なんですが、今説明では昭和

38 年４月２日から昭和 42 年４月１日生まれまで

の方が延長の対象になるということでしたが、年

度ごとに入られた方が、ばらばらなんですよね。

これに該当する昭和 38 年該当する方が何人ぐら

いいるとかという、年度ごとの人数的なものは分

かりますか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 24 分） 

○河野委員長 

 再開を告げる。  （再開 午前９時 25 分） 

○兵頭総務課長 

ただいまの御質問の昭和 38 年度の職員の数で

すが、現在６名おられます。続いて 39 年度が

12 名、40 年度が 10 名、41 年度が７名となりま

す。 

○佐藤委員 

今人数はお聞きしたんですが、残るということ

は定年延長になるということは、その方がずっと

市役所の中で仕事をなされるということになって

くるんですが、その間の部分で、例えば新規採用

とかに影響とかというのはどんなとらえ方をされ

てますか。 

○兵頭総務課長 

新規採用につきましては、やはり年代別の人数

に偏りが出てしまいますので、行っていく予定と

しております。現在の再任用におきましても、フ

ルタイムで勤務される場合は、職員数の 1 人にカ

ウントされておりますので、職員全体数の数につ

いては、定年延長になっても、それほど変わるも

んではございません。 

○小玉委員 

市長が定年する人の半分ぐらいを採用して、職

員数を減らすみたいなこと言われよったんですが、

それとの関連性はどうでしょう。 

○兵頭総務課長 

職員の定数は管理計画を既につくっております

ので、基本的にそれに合わせて新規採用は行って

いきたいと思いますが、やはり職員数を、今目標

としては 50 人減らしていく目標がございますの

で、先ほど言いましたように、定年を迎えられた

方全ての人数を新規採用で雇うということになる

と、職員数が減りませんので、そこはその時を鑑

みながら、検討していきたいと思っております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 
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○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 109 号「西予市職員の定年等に関する条

例等の一部を改正する等の条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」についてを議題とい

たします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

続きまして議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」総務課所管分につい

て御説明をいたします。 

まず初めに歳出予算から説明させていただきま

す。予算書 13 ページをお開きください。 

2 款総務費 1 項総務管理費 1 目一般管理費の

5 億 4749 万 3000 円を、1410 万 9000 円増額し、

5 億 6160万 2000 円とするものです。 

今回の補正ですが、まず、総務課庶務事業にお

きましては、令和５年度からの地域づくり活動セ

ンターの稼働に伴い、活動センター用の公印及び

現金取扱い印、受付印、決裁判スタンプ等が必要

となること、また、令和５年度の組織機構再編に

伴い、各支所に地域生活課、教育委員会にまなび

推進課が新設されることから、各課の出納印、現

金取扱い印、受付印が必要になることからこれら

を購入するための経費 118 万 8000 円を計上する

ものです。 

次に、新型コロナウイルス感染症対策事業（総

務管理費）につきましては、コロナ禍における原

油価格や電気料金の高騰により、経営に大きく影

響を受けている指定管理施設管理者に対して、そ

の影響を緩和し、安定的な施設運営を支援する目

的にて、電気料等の高騰対策支援負担金を支出す

るため、指定管理者制度の担当課である総務課に

て一括で 1292 万 1000 円を計上するものです。支

援負担金の対象となる指定管理施設は、全 33 施

設のうち市が委託料を支出している施設を対象と

し、電気料金、ガス料金、重油料金について、指

定管理契約時の予算額と令和４年度中の支払い見

込額を比較して、120％以上の増加が見込まれる

施設について、増加経費分の 50％を支援するも

のです。なお、該当となる指定管理者への負担金

の支出時期は、年度末を予定しており、対象経費

の支払い額の実績を確認した上で支出を決定する

予定です。 

続きまして、同ページの 9 目防犯対策費の

1745 万 8000 円を 11 万 6000 円増額し、1757 万

4000 円とするものです。 

今回の補正は、防犯灯設置・維持管理補助事業

におきまして、市が管理する防犯灯の電気料につ

いて、電気料金の高騰に伴い、当初予算額に不足

が生じることから、不足見込額として 11 万

6000 円を計上するものです。 

続きまして、10 目交通安全対策費の 1258 万

7000 円を 45 万円増額し、1303 万 7000 円とする

ものです。 

今回の補正は、交通安全対策・啓発事業におき

まして、市が管理する交通安全灯について、突発

的な故障により、取替え修繕が必要となったこと

から、修繕料 45 万円を計上するものです。歳入

予算はございません。 

以上で、総務課所管分の説明を終わります。よ

ろしく御審議の上、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○小玉委員 

今説明の中の新型コロナウイルス感染症の補助

の中に電気、ガス、重油とありましたけど、国の

いうガスは都市ガスで、プロパンガスは対象にな

ってないけど西予市は対象にするということでし

ょうか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 34 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 34 分） 

○兵頭総務課長 

対象といたします。 

○加藤副委員長 

今回指定管理施設 33 施設ということですけれ
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ども、今後、年度末に聞き取りをした上でいうこ

とだったんですけれども、ついてる補助金が

1292 万円ぐらいですよね。ということは、大体

何施設ぐらいが上がってくると考えられているの

か、おおよそのことをお伺いします。 

○兵頭総務課長 

予算を計上するに当たりまして、３月までの見

込額を、それぞれの施設から出していただいてお

ります。それで調査をした結果、全 33 施設のう

ち、現在のところ 16 施設を対象とする見込みで

す。電気につきましては 15 施設、ガスについて

は７施設、重油については６施設、これはダブっ

ているとこもありますので施設数については

16 施設ということになります。 

○加藤副委員長 

施設についての電気代とかの関係なんですけれ

ども、実際に 1 年間に大体かかって多いところで

どれぐらいかかってるのか、ちょっと見当がつか

ないので教えていただいたらと思います。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 36 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前９時 36 分） 

○兵頭総務課長 

今回、電気の対象となっている 15 施設の中で

言いますと、１番多いところが西予市野村町エコ

センターで予測としましては 556 万 2780 円、年

間であくまでもこれ３月末の予測の金額ですが。

宇和文化会館も同じぐらいで 586 万 1742 円、も

う一つが城川町農産物加工センター第２工場も

572 万 8130 円。あと城川町高品質堆肥センター

が 504 万 6566 円。このあたりが 500 万円を超え

る施設となります。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」の内総務課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 38 分） 

 

【危機管理課】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 40 分） 

それでは、危機管理課の審査を行います。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、危機管理課所管分につ

いてを議題といたします。 

谷川課長の説明を求めます。 

○谷川危機管理課長 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、危機管理課

所管分につきまして御説明を申し上げます。 

予算書は 19 ページをお開きください。 

9 款消防費 1 項消防費 4 目災害対策費 10 節需

用費光熱水費でございますが、防災行政無線・情

報システム整備事業として、当初予算に計上して

おりました、防災行政無線中継局や屋外拡声子局、

津波監視カメラ等に使用する電気料につきまして、

電気代高騰の影響により、不足することが見込ま

れることから、66 万 6000 円を増額計上するもの

でございます。 

続きまして 12 節委託料でございますが、災害

用資機材・施設整備事業のうち、令和５年度に予

定する地域づくり活動センターの設置等に伴い、

指定避難所標識を再整備するための看板製作等委

託料 100 万 8000 円を計上するものでございます。

既存避難所の名称修正、設置箇所変更など、箇所

数としましては、25 箇所を予定してございます。 

以上、危機管理課所管分の説明とさせていただ

きます。御審議の上、御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

谷川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

需用費、光熱水費の 66 万 6000 円、これは電気

代の高騰により 66 万 6000 円を計上されてるとい

う説明でありましたが、通常の電気代とかという

のは大体どのくらいかかってるんですかね。
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66 万 6000 円は、上がった分だけを補正されてる

わけですよね。 

○谷川危機管理課長 

通常、現在箇所数としましては、防災行政無線、

先ほど御説明しました中継局等は、市内に 331 箇

所ございます。そのうち、本庁、野村支所、城川

支所と、行政の庁舎に設置しているものを除いた

328 箇所の電気代を毎月支出しているんですけれ

ども、平均的に見ますと 26 万円程度毎月支払い

をしております。今回、約２割の電気代高騰の影

響で２割電気代が上がるというふうに想定をしま

して、今回の 66 万 6000 円を計上させていただい

ております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」危機管理課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

 暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 45 分） 

 

【税務課】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 47 分） 

それでは、税務課所管分の審査を行います。 

議案第 108 号「西予市債権管理条例制定につい

て」を議題といたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中税務課長 

それでは、議案第 108 号「西予市債権管理条例

制定について」御説明を申し上げます。 

本議案は、市の債権の管理について適正化を図

るとともに、市民負担の公平性及び財政の健全化

を目的といたしまして、債権の管理に関する事務

について必要な事項を定めるものでございます。 

条例の内容といたしましては、第１条では条例

の目的、第２条では用語の定義、第３条では他の

法令と本条例の関係、第４条では債権管理におけ

る市長の責務、第５条では債権管理台帳の整備、

第６条では債権を計画的に徴収する徴収計画の策

定、第７条では滞納整理を行う上で必要となる債

務者に関する情報を共有することとしております。

地方税に関する事務によって取得をした情報を、

非強制徴収公債権や私債権の回収に活用すること

は、地方税法に抵触をするため、利用出来ないこ

ととなっておりますが、強制徴収公債権について

は、地方公務員法や地方税法の守秘義務に反しな

い限りにおいて、お互い知り得た情報の共有が可

能であることから、事務の遂行に必要な範囲内で

情報を共有できることとしております。 

次に、第８条から第 10 条までにつきましては、

納期までに納付がなかった方に対する督促手続と、

手続に伴う手数料や延滞金の請求について定める

とともに、災害などやむを得ない事由により、履

行期限までに納付が出来ない場合の減免について

それぞれ定めております。 

第 11 条につきましては、強制徴収公債権の滞

納処分と、徴収猶予などに関して、地方税法や国

税徴収法等の関係法令に基づき行うことを定めて

おります。 

次に、第 12 条から 14 条までにつきましては、

非強制徴収債権において、納期までに履行されな

い方が、強制執行や破産手続開始の決定を受けた

ことが分かったときには、市の債権を保全するた

めに必要となる手続を行うことについてそれぞれ

定めております。 

第 15 条から 17 条までにつきましては、非強制

徴収債権において、履行期限後、相当の期間を経

過してもなお完全に履行されないものについては、

法人が事業を休止し事業再開の見込みが全くない

場合や、債務者が行方不明の場合などの条件に該

当する場合は、徴収停止とすること。生活困窮等

の事情がある場合には、徴収の猶予や債権の免除

を行うことについて、地方自治法施行例に基づき、

それぞれ定めております。 

次に、第 18 条では債権放棄の規定を整備して

おります。債権は全額回収することが原則でござ

いますが、あらゆる手段を尽くしてもなお徴収の

見込みがないときは、事実上、回収の見込みのな

い債権を延々と管理し続けることは、合理的では
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なく、適正な債権管理を妨げる要因となりますの

で、債権放棄ができる条件を定めております。そ

の条件といたしましては、債務者が著しい生活困

窮状態にある場合、非債権で消滅時効にかかる期

間が満了している場合、債務者が破産し、法律的

にも請求出来ない場合など、八つの条件に限定を

して、該当する場合に債権放棄ができることとし

ております。また、債権放棄した場合には、議会

のほうへ報告をさせていただくこととしておりま

す。 

第 19 条では、条例の執行に関し、必要な事項

を規則で定めることを委任しており、本条例は、

令和５年４月１日から施行することを予定してお

ります。 

以上、御審議の上、御決定いただきますようお

願い申し上げます。 

○河野委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

今回西予市においても、債権管理条例が制定さ

れたわけですが、他の市町村においては、もう早

い時期に条例が制定されているところもございま

すが、西予市はなぜこのちょっと遅れてこの時期

に条例を制定されたのかっていうのをお聞きした

いのと、もう１点は、条例を制定しただけではな

かなか成果は上がらないと思うんですけれども、

今後どのような形で条例も管理したり運営されて

いくのかということと、またいつ頃、そういう条

例を制定してから、効果があらわれるようになる

のかっていうとこをお聞きしたいっていうのと、

もう１点はですね今条例の中で、条例を制定され

ることによって、回収率が上げるというのが目的

だと思うんですけれども、また市民の負担の公平

性も保ってやっていけるようにはなると思うんで

すけれども、一方で、やっぱり経済的困窮者に対

して、条例の中には今の中で含まれているようで

したけれども、もう少しその辺はどのような形で

債権管理をされるのかというのを３点お聞きいた

します。 

○宮中税務課長 

それでは、今ほどの加藤委員の御質問にお答え

をさせていただきます。 

まず、なぜこの時期にという御質問でございま

す。本条例につきましては、全国でも約３分の１

の自治体が既に制定をしている状況にありまして、

県内におきましても 11 市中８市が既に制定をし

ている状況にありまして、加藤委員がおっしゃる

とおり、本市の取組は遅れている状況にあろうか

と思います。債権管理につきましては、関係各課

によりまして、以前から議論が行われておりまし

たけれども、組織体制を伴うこともありまして、

具体的に進めることが出来ていなかったというの

が実情でございます。しかしながら本市におきま

しても、債権回収の必要性や、債権管理の適正化

を図る必要があるということは十分に認識をして

おりましたので、今般の組織再編に合わせて、そ

の体制を整備するとともに、全国の取組事例を参

考にしながら、債権の適正な管理回収に努める基

本姿勢を定めた条例案を制定させていただきたい

というふうに考えているところでございます。 

２点目の条例を制定し、それをどういうふうに

今後進めていくのかというふうな御質問でござい

ますけれども、本条例は市が保有する債権を、適

正に管理回収するため、事務処理方法や基本姿勢

を定めたものでございますが、条例を制定しただ

けでは、その効果を発揮するものではなく、条例

に基づき適正な運用が行われなければ、条例制定

に伴う効果は期待出来ないんではないかというふ

うに考えております。そのため、来年度から税務

課内に設置予定の債権管理室では、滞納整理事務

のノウハウを有する職員が、不良債権の回収を行

うだけではなく債権所管課への職員研修を行うと

ともに、財産調査をはじめとします滞納整理の指

導、助言もあわせて行っていきたいというふうに

考えております。条例制定の初年度となります、

令和５年度につきましては、自力執行権のある強

制徴収公債権を中心に、関係各課と滞納整理事務

を進めていきたいというふうに考えておりますし、

また、同一人物の滞納案件が複数の債権所管課で

見られた場合につきましては、債権整理室で統一

して滞納処分を行うことによりまして、事務の効

率化を図るとともに、そういった形のことを運用

の中で対応していきたいというふうにも考えてお

ります。 

最後の御質問でございますけれども、困窮者に

対する条例が制定された後の対応というお話でご
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ざいました。こちらにつきましては、本来今、健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利というの

は、日本国憲法でも保障されております。そのた

め、税金の滞納処分による差押えにつきましては、

国税徴収法で私債権などの債務不履行による、差

押えにつきましては、民事執行法や免除保全法で

差押えを受ける人の最低限の生活に配慮して、差

押えをすることができる財産について定められて

いるところでございます。本条例におきましては、

債務者が著しい生活困窮状態にある場合、または

これに近い状態にあり、返済することができる見

込みがないと認められるときには、履行期限後相

当の期間が経過してもなお、完全履行されないも

のにつきましては、条例第 15 条に規定をします

徴収の停止や、第 16 条に規定をします徴収の猶

予、第 17 条に規定する債権の免除について、地

方自治法施行例に基づきましてそれぞれ定めさせ

ていただいているところでございます。また債権

は、全額を回収することが原則でございますけれ

ども、あらゆる手段を尽くしてもなお徴収の見込

みがないときは事実上回収の見込みのない債権を

延々と管理し続けることが合理的ではなく、適正

な債権管理の妨げの要因となりますので、その場

合につきましては、18 条において債権を放棄す

ることができる要件を定めさせていただきまして、

対応させていただきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 59 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時２分） 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 108 号「西予市債権管理条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時２分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時４分） 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、税務課所管

分を議題といたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中税務課長 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、税務課所管

の債務負担行為の補正につきまして御説明を申し

上げます。 

予算書５ページをお開き願います。 

総合行政システム改修業務委託でございますが、

期間は令和５年度、限度額を 211 万 2000 円と設

定しております。 

総合行政システム改修業務委託につきましては、

本定例会で上程をしております西予市債権管理条

例に基づき、令和５年度から債権所管課が適正な

債権管理業務を執行するに当たり、税務と同様の

滞納処分が可能な強制徴収公債権所管課について、

現在、税務業務で使用している滞納整理システム

を導入、改修し、令和５年度から運用することで、

債権管理業務の適正化並びに効率化を図るもので

ございます。なお、本システムにつきましては、

西予市債権管理条例の施行予定である令和５年４

月からの運用が望ましいところでございますが、

改修の工期に約 10 カ月を要することから、債務

負担行為を設定し、令和５年 10 月からの運用を

予定するものでございます。 

以上御審議の上、御決定をいただきますようお

願い申し上げます。 

○河野委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、税務課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 
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挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時６分） 

 

【財政課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時９分） 

それでは、財政課の審査を行います。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８）」のうち、財政課所管分についてを

議題といたします。 

安岡課長の説明を求めます。 

○安岡財政課長 

それでは、審査していただきます議案第 151 号

「令和４年度西予市一般会計補正予算（第８

号）」のうち、財政課所管分について御説明させ

ていただきます。 

まず、歳入について御説明いたします。予算書

の 10 ページをお開き願います。 

18 款、2 項、1 目財政調整基金繰入金でござい

ますが、財政調整基金は、予算編成において財源

が不足する場合に、その不足額の補填財源として

活用するものであり、今回の補正では、歳入歳出

予算を調整するため、繰入金を 1 億 8337 万

5000 円増額するものであります。 

続いて予算書の 11 ページをお開き願います。 

18 款、5 項、1 目公営企業会計繰入金でござい

ますが、水道事業会計からの利益剰余の納付金

400 万円を計上するものであります。令和３年度

の水道事業会計決算において、未処分利益剰余金

が生じたことによりまして、西予市水道事業等の

剰余金の処分等に関する条例第２条第５項の規定

に基づき、平成 17 年度及び 18 年度に明石浄水場

施設整備事業に対する、出資金の財源として借入

れた一般会計出資債の元利償還金の一部を納付金

として受け入れるものです。 

続きまして、歳出について御説明いたします。

予算書は 13 ページをお開き願います。 

2 款、1 項、5 目財産管理費のうち、庁舎維持

管理事業 1837 万 2000 円の増額でございますが、

電力の価格高騰による庁舎電気料金の不足額

1396 万 9000 円と支所庁舎の宿日直体制の見直し

に伴いまして、三瓶支所における閉庁時の施設管

理に必要となる、シャッター設置の工事請負費

440 万 3000 円を計上するものであります。 

続いて、同じく財産管理費、市有財産維持管理

事業 16 万 2000 円の増額でございますが、こちら

も電力の価格高騰により、電気料金の不足額を計

上するものであります。 

続きまして、同じく財産管理費 住宅土地活用

事業 7203 万 9000 円の増額でございますが、子育

て世帯等の移住定住を支援するため定期借地権を

設定した市有地の貸付け等を図ることを目的に、

土地開発公社から土地を購入するための土地購入

費を計上するものであります。 

続いて予算書の 15 ページをお開き願います。 

3 款、1 項、3 目老人福祉費 野村介護老人保

健施設事業会計繰出事業 440 万円の増額でござい

ますが、電力の価格高騰による、つくし苑の電力

料金の不足額に対する繰出金を計上するものであ

ります。 

予算書の 18 ページをお開き願います。 

4 款、3 項、1 目病院費 西予市民病院事業会

計繰出事業 2300 万円の増額でございますが、電

力の価格高騰による西予市民病院の電気料金の不

足額に対する繰出金を計上するものであります。 

以上、財政課所管分に係る補正予算の説明とさ

せていただきます。よろしく御審議の上、御決定

いただきますようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

安岡課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

財産管理費、三瓶支所シャッター取付工事

440 万 3000 円ですが、どの部分にシャッターを

取付けられるか具体的に説明を願ったらと思いま

す。 

○安岡財政課長 

現在、三瓶支所につきましては、フロアの一部

を社協事務局とかで使用されています。来年度か

ら、宿日直体制見直しが行われまして、休日、土

日、祝日のお休みのときは、宿直日直が設置され

なくなります。そこのワンフロアに貸付けしてい

るフロアと、行政の事務をする場所が同居してい

るところなので、そこを分担するために、必要だ

ということでシャッターを設置するものでありま

す。 
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○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 15 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時 18 分） 

ほかに質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

13 ページの財産管理費の中の住宅土地活用事

業ですけれども、これまで全協のときにちょっと

説明を受けまして、土地開発公社の持っています

みどり団地の部分を市が買い取ってそれを子育て

される方に、定期借地権をつけて貸されるという

ような説明を受けたんですけれども、大変いいこ

とだと思うんですけれども、この年数が 50 年て、

今もおっしゃったんですけれども、その 50 年と

いうのはもうその貸された方がずっとその 50 年

間、その方しか持つことが出来ないその子どもに

とかにつなげることはもう出来ないという形なん

でしょうか。 

○山住総務部長 

みどり団地の件につきましては監理用地課長か

ら説明いたします。 

○松本監理用地課長 

質問にあります相続は可能ですんで 50 年間の

相続が可能になってます。50 年間はもう一応契

約上 50 年になりますんで、この継続ということ

は出来ない形になります。ですから相続は可能で

す。 

○佐藤委員 

今ほどの 50 年の定期借地権の件なんですが、

家を建てて、例えば、木造だとしたら多分 30 年

ぐらいだと思うんですよね。ちょっとそこらあた

り私も 50 年の借地権っていうのは長いような気

がするんですがその辺り 50 年で決められた、根

拠的なものは何かあるんですか。 

○松本監理用地課長 

法律上 50 年以上という形の決まりがありまし

て、それに基づいて、51 年という設定をしてお

ります。 

○源委員 

同じく住宅土地活用事業について何点かお尋ね

したいと思います。 

まず１点目、これ当然地元自治会等があると思

うんですがそういったところへの説明等はされて

るのかお尋ねします。 

○松本監理用地課長 

みどり団地の区長さんの方に説明しております。 

○源委員 

みどり団地というのは地元の方が割と少ないと

ころでして、今後、そういったことで、住まれる

方が出来た場合にいろいろな懸念が出てくる可能

性、区長に言ったからっていって済むところでは

ないというふうに思うんで出来ましたら、毎年年

度末３月に総会がみどり団地のほうございます。

出来ましたら、その場に出向いて説明等されたら

いいんじゃないかなというふうに思いましたので

ちょっと助言というか、意見させていただきます。 

もう１点ですが、これ実証実験というふうにち

ょっと申し訳ない、私 11 月 28 日の全協を休んで

るんで、説明聞いておりませんので説明あったか

もしれないんですが、今後これが６区画みどり団

地含めてほかに土地開発公社が所有されてるのは

他にもさくらとか高野子とかいぶきかな合計４箇

所でかなりの空き数があると思いますが、これが

例えば、うまくというか、無事に６区画定期借地

が出来た場合に、ほかの土地開発公社が所有され

ている土地に対しても同じような形で事業をされ

るのかどうか、その辺りの基本的なお考えをお聞

かせいただければと思います。 

○山住総務部長 

まず地元への説明でございますけれども基本的

に、現在の区長さんに説明をしましてチラシ等を

配布する予定にしております。ただ今後３月総会

での説明ということでしたがその辺りについては

今後対応は検討させていただきたいと思います。 

それと続けて実証実験ということで今回みどり

団地６区画を実施するようにいたしております。

委員御指摘のとおりその売り行き状況にもよりま

すけれども、今後そういった土地が非常に好評で

ある、また、ほかの地域でも同じような希望とい

いますか、出てくるようなことになれば拡大をし

て、そういったところの販売をしたいと考えてお

ります。それと先般の会議の中でもちょっと触れ

ましたけれども、今回の土地の買い取っていただ

くことによりまして公社のいわゆる借入金が解消

されます。令和５年度におきましては、土地開発

公社の解散に向けた動きもとってまいります。そ

うなりますと、現在土地開発公社が保有をいたし

ております団地につきましては、市の財産として
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移管をしまして、基本的には財政の管財で管理を

いたしまして、同様な運用をしてまいりたいと考

えております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、財政課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 25 分） 

 

【消防本部】 

【消防総務課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時 37 分） 

これより、消防本部の審査を行います。 

審査に先立ちまして、酒井消防長より挨拶をお

願いします。 

○酒井消防長 

 酒井消防長が挨拶を行う。 

○河野委員長 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、消防総務課

所管分を議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮消防総務課長 

それでは、「令和４年度西予市一般会計補正予

算（第８号）」消防本部所管分について、説明さ

せていただきます。 

今回の補正は、常備消防管理運営事業と八幡浜

地区施設事務組合負担金事業に係る補正を行うも

のでございます。 

それでは、予算書の８ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の分でご

ざいますが、9 款消防費、補正前の額は 18 億

7789 万 9000 円でございまして、今回、補正額の

351 万 1000 円を増額させていただき、合計 18 億

8141 万円になるものでございます。 

財源内訳といたしましては、一般財源が 351 万

1000 円の増額となるものでございます。 

今回の補正額のうち、消防本部所管分の詳細に

つきまして御説明をさせていただきます。 

予算書の 19 ページをお開きください。 

9 款消防費、1 項消防費、1 目常備消防費、補

正前の額は、7 億 3480 万 8000 円、補正額 183 万

7000 円を増額し、7 億 3664 万 5000 円になるもの

でございます。 

補正額の財源内訳につきましては、一般財源を

183 万 7000 円増額するものでございます。事業

内容につきましては、電気料金等の高騰により、

常備消防管理運営事業を 215 万 7000 円増額し、

八幡浜地区施設事務組合負担金事業では、前年度

決算額の確定及び負担割合の変更などに伴い、

32 万円の減額を行うものでございます。 

以上、「令和４年度西予市一般会計補正予算

（第８号）」消防本部所管分についての説明とさ

せていただきます。御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○河野委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、消防総務課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 43 分） 

 

【議会事務局】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時 46 分） 

それでは、議会事務局の審査を行います。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、議会事務局分を議題と
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いたします。 

事務局長の説明を求めます。 

○冨永議会事務局長 

それでは、議会事務局所管分の一般会計補正予

算（第８号）の説明をさせていただきたいと思い

ます。 

予算書５ページをお開きください。 

第２表債務負担行為の議会だより、印刷製本費

についてであります。 

議会だよりは昨年同様、原則１冊 16 ページで、

１回における発行部数 1 万 7500 部を年４回、定

例会開催月の翌月 20 日前後に発行するもので、

市内全戸配布及び県内外の市議会等へ送付するこ

ととしております。今回の債務負担行為は、令和

５年第１回定例会の３月号が、４月 20 日発行と

なるため、２月に業者を決定し、３月から編集入

稿の作業を行う必要があり、債務負担行為をする

ものであります。期間は令和５年度、限度額は

210 万 5000 円であります。 

以上、御審議の上、御決定いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

冨永局長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、議会事務局分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 49 分） 

 

【請願審査】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時２分） 

○河野委員長 

これより、請願第２号「学校給食の無償化を求

める請願書」を議題といたします。 

請願の内容につきましては、タブレットに配信

しておりますので、説明は省略いたします。お目

通しをお願いいたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時３分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時７分） 

これより審査に入ります。 

御意見はございませんか。 

○加藤副委員長 

私は学校給食の無償化を求める請願については

不採択ということで、提案いたしたいと思います。 

その理由といたしましては、西予市は、給食と

いうのは調理をして提供するということになって

おりますが調理をする費用年間１億円は、市がも

っておりますし、また、食材の部分だけの無償化

ということになろうと思うんですけれども、要保

護の方、準保護の方、特別支援の方などは、全て

もう無償になっておりますので、その他の方に対

しては、食材費まで無償にするということになる

と、また、１億円の上乗せになって、やはりそれ

はちょっと難しいのではないかと思いますので、

調理費の分の１億円ということだけで、やってい

ただいたらということで、請願に対しては、不採

決を提案いたします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時９分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時９分） 

ほかに御意見ありませんか。 

○小玉委員 

請願趣旨にもありますように、食は生きていく

上で最も大切なもので、子どもたちの命と安全生

きる力、発達を保障するのは、学校給食が果たす

役割でありますて書いてあります。趣旨はよいよ

いいので、財源が許せば無償化してもいいんでは

ないかと思います。 

○河野委員長 

ほか、御意見ありませんか。 

○佐藤委員 

ここの請願の中に、憲法 26 条、今の小玉委員

の中でも 26 条の部分で、義務教育はこれを無償

とするとかっていうことを言われておりますが、

学校給食法の中では 16 条っていうのには学校給

食を受ける児童または生徒は、保護者が負担をす
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るというふうなことでうたってありますので、私

も今回の学校給食の無償化の請願については、無

償は出来ないと思いますので、不採択にしたいと

思います。 

○河野委員長 

採択、不採択の御意見がありますがほかに御意

見ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

ほかに御意見がありませんので、これより採決

を行います。 

請願第２号「学校給食の無償化を求める請願

書」について、採択とすることに賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手少数によって、請願第２号「学校給食の無

償化を求める請願書」については、当委員会とし

ては不採択といたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 12 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 13 分） 

これより、請願第３号「西予市内の事業者から

購入を求める請願書」を議題といたします。請願

内容につきましてはタブレットに配信しておりま

すので、説明は省略いたします。お目通しをお願

いします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 13 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 14 分） 

これより審査に入ります。 

御意見はございませんか。 

○源委員 

ただいまの請願第３号西予市内の事業者から購

入を求める請願書について、私は趣旨採択とすべ

きと思います。 

まずその理由についてですが、市内の企業事業

者から物品を購入するという、請願趣旨は理解出

来ますが、この物品というものが、今回提出され

た請願者が昨日文具に限るというふうな説明がご

ざいました。物品というのは文具だけに限るもの

ではないということがまず１点目。 

２点目なんですが、行政としても財政状況が大

変厳しいということは、委員の皆さんも御理解の

とおりだと思いますが、なかなか厳しい財政状況

も鑑みながら、物品等の購入については、やっぱ

り市内の企業事業者を優先的に考えていただきた

いというふうに思いまして、請願の趣旨には賛同

いたします。 

また同時に納入いただく市内の企業、事業者に

ついても、特に物品に関しては価格や納入時期と

様々な課題があるかと思います。そういった面に

関しましても、事業者自体も努力する、できる限

りの努力をしていただきたいと思います。 

以上の理由によって私はこの請願については、

趣旨採択とすべきと思います。 

○河野委員長 

ほかに御意見はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 16 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 20 分） 

ほかに御意見はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

ないようですので、これより採決を行います。 

趣旨採択の意見がありましたので、請願第３号

「西予市内の事業者から購入を求める請願書」に

ついて、趣旨採択とすることに賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員によって、当委員会としては、趣旨採

択とすることに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 21 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 21 分） 

請願書の作成につきましては、皆さんの意見を

十分に踏まえまして、委員長、副委員長で文書化

して、委員さんのほうに配付して了解を得たいと

思います。よろしいでしょうか。 

以上で、審査を終わります。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 21 分） 

 

【政策企画部】 
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【まちづくり推進課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後１時 19 分） 

それでは、政策企画部の審査を行いますので部

長の挨拶をお願いします。 

○宇都宮政策企画部長 

 政策企画部長が挨拶を行う。 

○河野委員長 

それでは、まちづくり推進課の審査を行います。 

議案第 106 号「西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制定について」のう

ち、まちづくり推進課所管分についてを議題とい

たします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、議案第 106 号「西予市地域づくり活

動センターの設置及び管理に関する条例につい

て」御説明申し上げます。 

令和４年６月に策定いたしました西予市地域づ

くり活動センター推進計画に基づき、人口減少社

会に立ち向かうことのできる持続可能な住民自治

を目指して、令和５年４月から市内 27 地域に地

域づくり活動センターを設置いたします。 

本条例は、市民と行政の協働による持続可能な

地域づくりを展開するとともに、地域の実情に応

じた行政サービスの向上を図るため、その設置及

び管理について必要な事項を定めるものでありま

す。 

本条例の主な内容といたしましては、施設の名

称及び位置、業務内容、利用に関すること、運営

委員会等について定めております。 

施設の名称及び位置は、別表第 1 のとおりとな

ります。令和５年４月の段階で、市内 27 センタ

ーのうち、公民館から移行する施設が 23、新た

に設置する施設が２、小学校を改修する施設が１

となっています。このうち新設は、土居地域づく

り活動センターと大野ヶ原地域づくり活動センタ

ーで、小学校の改修は下泊地域づくり活動センタ

ーです。なお、周木地域づくり活動センターは、

旧周木小学校の改修整備を予定しており、それま

では二木生地域づくり活動センターに併設されま

す。 

次に本施設の業務についてですが、主な業務と

いたしましては、４点ございます。 

１点目は、地域における自主的な地域づくり活

動の支援に関することです。地域づくり組織や地

域任用職員との連携を密にして、地域活動を支援

してまいります。 

２点目は、生涯学習事業の推進に関することで

す。これまでの公民館活動で展開してきた生涯学

習事業を継承し、市長部局での推進を図ります。 

３点目は、市民と市との協働による住民福祉の

増進に関することです。各地域の課題に対して、

地域と行政が協働した取組を行います。 

４点目は、申請等の受付、証明書の交付等の行

政サービス業務。行政サービス業務は、地方自治

法第 155 条第１項に規定する出張所機能として、

本庁支所に近接するセンターを除く各センターで

行政サービス業務を行います。本庁支所に近接す

るセンターとは、高山・宮野浦地域、宇和地域、

野村地域、三瓶地域の四つのセンターになります。

本施設には、センター長と、そのほか必要な職員

を配置することとし、これらの業務に従事いたし

ます。 

次に施設の使用料についてですが、このたび、

全市的な使用料等の抜本的な見直しが行われ、そ

の統一基準により使用料を設定いたしました。具

体的な料金については、別表第２を御確認くださ

い。また使用料の減免についてですが、公民館か

らの減免対象者を継承し、全市統一基準による減

免対象に合わせて、第３号に自治会等の地域団体

が地域活動のために利用するときは、全額免除を

追加し、自治会及び地域づくり組織等が使用され

る場合は、全額免除といたしました。なお、三瓶

地域づくり活動センターについては、三瓶東公民

館と同様に、三瓶文化会館に位置づけるため、使

用料の徴収については、西予市三瓶文化会館条例

の規定に基づき、文化会館が行うこととなります

ので、この表の対象外となっております。 

次に、地域づくり活動センターでは、これまで

公民館に設置されていた公民館運営審議会と同様

に、センターの運営を適正かつ円滑に行うため、

西予市地域づくり活動センター運営委員会を設置

することができるようにいたします。委員報酬や

委員の定数は、公民館運営審議会を継承すること

といたしました。また、委員は、多世代による構

成とし、生涯教育の関係者を含め、地域の活性化

を望む者の中から、市長が委嘱または任命するこ
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ととしております。地域の意見を反映した特色あ

るセンター活動を進めてまいります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

今回新たに条例が制定されたわけですが、この

条例の中の３条と７条についてなんですけれども、

必ずよく市長が認めた業務ならば、業務とか、市

長が認めた業務であるとか市長が必要と認めると

きは全額免除、または５割減額と書いてあります

けれども、３条について市長が必要と認める業務

というのは大体どういうようなことを想定されと

るんですか。いつもそういう書き方になってます

が、ほかにどんな場合だったらというようなとこ

具体的にいつも書いてあるので教えていただきた

いと思います。 

○長野まちづくり推進課長 

ただいまの加藤委員の御質問にお答えいたしま

す。市長が必要と認める業務に関することといい

ますのは、それぞれ各課から市民に対して、いろ

いろな申請、またはお知らせ等がありましたとき

に、そういった内容を各センターに御相談いただ

くことがあるかと思います。そういったものも含

めましてセンターで受け付け、相談等を行うこと

を想定しております。 

○加藤副委員長 

７条のまた市長が必要と認める場合は、全額免

除または５割減額っていうのはどういうことを、

想定されてるのか。 

○長野まちづくり推進課長 

こちらにつきましても、それぞれの使用の目的

または対象者などを含めまして、第７条に規定し

ております１号から３号以外に該当する方がござ

いましたときに、その都度、市長が、認められる

場合において、全額免除または５割減額というふ

うな対応をさせていただこうと考えております。 

○河野委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

○小玉委員 

大野ヶ原についてですが、大野ヶ原はもともと

公民館がなかった地域なので、どういう手順でや

られるか。大野ヶ原は公民館から移行するのでは

ないので。 

○長野まちづくり推進課長 

大野ヶ原につきましては、これまで公民館がな

い地域というのが、周木と下泊と大野ヶ原になり

ます。その三つのセンターにつきましては、それ

ぞれ今回新たにセンターを設置いたしまして、セ

ンター長を含め、職員を配置するとともに、その

ほかのセンターと同様な業務を行うこととしてお

ります。 

○小玉委員 

その中の大野ヶ原は地域任用職員は、予定者が

おるいうこと。ちょっと聞いたんですがセンター

長とか、主事はそれ人事で異動さすんでしょうし、

会計の任用職員はもう地元で雇わないけんことは

ないですが、そこら辺はどうなってるか教えてく

ださい。 

○長野まちづくり推進課長 

大野ヶ原地域づくり活動センターにつきまして

も、ほかのセンターと同様に、地域任用職員を、

地域づくり組織で御検討いただいておりますし、

会計年度任用職員となる職員の配置についても、

同様に配置する予定としております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 106 号「西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制定について」のう

ち、まちづくり推進課所管分について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 121 号「西予市移住交流体

験施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例

制定について」を議題といたします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、議案第 121 号「西予市移住交流体験
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施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制

定について」御説明申し上げます。 

西予市移住交流体験施設の設置及び管理条例は、

移住者及び地域住民等の交流事業の一環として、

移住体験の場を提供し、交流人口の拡大及び地域

の活性化を図るため、地方自治法第 244 条の２第

１項の規定に基づき、西予市移住交流体験施設の

設置及び管理に関し、必要な事項を定めておりま

す。 

本施設につきましては、資料を提出しておりま

すので、御覧いただいたらと思います。 

施設の名称は、狩浜移住交流体験住宅で、明浜

町狩浜にございます。当該施設は昭和 51 年８月

に教員住宅として整備され、そのあと、平成

29 年３月に地方創生拠点整備交付金を活用して、

移住交流体験施設として改修整備されました。 

近年の利用実績といたしましては、市内への移

住を希望している者及び移住交流促進事業に参加

する者を中心に、コロナ禍の影響により、利用者

は令和元年度をピークに減少しておりますが、コ

ロナ禍前であれば、年間利用日数は 100 日以上の

利用が見込まれます。  

また、当該施設の年間平均的な施設の経費とい

たしましては、管理委託料のほか、維持管理費と

して、主に光熱水費や電信電話料、テレビ受信料

などで年間経費約 50 万円となっております。 

本議案は、施設の使用期間及び使用料に関する

規定を見直すため、条例の一部を改正するもので

ございます。使用料の見直しにつきましては、本

会議において、総務部長が使用料の見直しに関す

る提案理由を御説明いたしましたとおり、算定根

拠のほか、徴収区分や減免規定等について、各施

設の水準に格差が生じていることから、その算定

根拠を明確にし、市民や受益者から理解が得られ

る合理的な料金設定と、全市的に施設の使用料の

見直しを行ったところでございます。 

本施設の使用料につきましては、これまで、１

日当たり 900 円を設定し、７日間から１カ月間の

利用日数を規定しておりました。このため、利用

される際の最低利用料金は 6,300 円からとなって

います。今回の見直しにより、経費を再算定した

結果といたしまして、１日当たりの単価が

1,400 円となり、現行の使用料 900 円に 500 円を

増額し、1,400 円とすることといたしました。た

だし、最低利用日数を７日間から５日間に変更す

ることで、利用者の利便性を高めるとともに、最

低利用料金については、実質 6,300 円から、

700 円増額の 7,000 円にとどめ、移住を希望する

利用者にとって利用しやすい設定といたしました。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

移住交流の体験施設というのは、非常に移住し

ていただく方にとったらいい施設じゃないかと思

っております。委員会も、先日地域おこし協力隊

の方との意見交換をした中で、やっぱり移住して

きていただく方というのは、言われてる中では、

地域との交流というのをしっかりできる環境とか

来ていただいて、こういうところです、町なんで

すよというふうなところで、しっかりこう見てい

ただいて、進めるというのが１番いいんですよと

いうふうな形のことを言われておりました。その

中で、今回明浜の施設のようですが、この施設と

いうのを、もう少し増やしたりとかというふうな

形のものは、お考えにはなられてないですかね。 

○長野まちづくり推進課長 

現在、市で管理している施設は１件のみとなっ

ておりますが、民間で運営していただいていると

ころが城川町高川にございます。実質西予市内に

は、２件の移住交流体験施設があるというところ

となっておりますが、今後、今現在ではこれを増

やす予定ではございません。 

○佐藤委員 

移住交流あたりのところで、こういうふうに施

設があるところというのは、私が見る限り明浜の

ほうというのは、どんどん移住者というのが増え

てる状態なんですよね。だから、こういう施設が

あるとこだけがどんどん増えていくとかというん

じゃなくって、全体に増やすようなところという

のも少し考えていただいたらいいなっていうふう

に私の意見としてですが、今、増やすあれがない

よということだったので、ちょっとそこら辺りを

検討していただいたらと思います。 

○河野委員長 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 40 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後１時 40 分） 

○長野まちづくり推進課長 

先ほど市では今後増やす予定はないと御答弁さ

せていただいたところですが、現在市で進めてお

ります移住交流促進事業の一つとして、地域でそ

ういった体験施設を整備される場合には、補助金

を支給するようになっておりますので、今後各地

域でお考えいただいて、体験施設等をお考えいた

だければ、そちらで支援していきたいと考えてお

ります。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 121 号「西予市移住交流体験施設の設置

及び管理条例の一部を改正する条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

次に、議案第 151 号「令和４年度西予市一般会

計補正予算（第８号）」のうち、まちづくり推進

課所管分についてを議題といたします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のまちづくり推進課

所管分につきまして、補正予算書に基づき、御説

明申し上げます。 

歳入歳出補正予算事項明細書で御説明させてい

ただきます。まず歳出予算から説明させていただ

きます。 

補正予算書の 13 ページを御覧ください。 

2 款総務費、8 項地域振興費、1 目地域振興費、

補正額 2227万 8000 円の増額補正のうち、まちづ

くり推進課所管分は 420 万 3000 円でございます。 

事業概要欄の事業ごとに御説明いたします。ま

ず、えひめの未来チャレンジ支援事業の 149 万

9000 円でございますが、事前に相談のあった２

団体２事業を予定しておりましたが、１団体より

追加申請の申出があり、県の補助金も交付決定と

なったことから、えひめの未来チャレンジ支援事

業補助金を交付するため、補正予算を計上するも

のでございます。 

続いて 14 ページを御覧ください。 

事業概要欄の地域づくり活動センター推進事業

270 万 4000 円ですが、現在、下泊地域及び大野

ヶ原地域において、地域づくり活動センターの施

設整備を行っております。情報ネットワークの構

築において、当初情報推進室との協議により、最

低限の設備費用として計上しておりましたが、業

者との打合せを重ねていく上で必要な機器及び整

備が不足していることが分かり、情報ネットワー

ク構築業務委託料及び機械器具費を計上するもの

でございます。 

次に、14 ページを御覧ください。 

2 款総務費、9 項企画費、4 目卯之町はちのじ

事業費、補正額はございませんが、財源内訳に変

更がございましたので御説明いたします。 

卯之町はちのじまちづくり事業において、御存

じのとおり、本年度予定しておりました卯之町駅

舎及び駅前広場整備が完了の見込みとなり、事業

費を精査したところ、合併特例債の対象経費が増

えましたことから、特定財源の一般単独事業債を

770 万円増額し、一般財源を減額するものでござ

います。 

続いて、歳入予算について御説明いたします。

９ページを御覧ください。 

15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補

助金、補正額 24 万 7000 円の減額補正でございま

す。提出しております資料に沿って御説明させて

いただきますので、資料を御覧いただいたらと思

います。 

えひめの未来チャレンジ支援事業は、愛媛県が

行っている事業で、事業目的を達成するために、

事業を実施しようとする自治体及び民間団体等に

対して、県が補助率２分の１で助成を行うもので

す。 

西予市からは、令和４年度は、市が行う事業と

いたしまして、地域おこし協力隊事業、地域づく

り活動センター推進事業、国際交流事業、中央公

民館生涯学習事業の４件、民間団体から行う事業

といたしまして、えひめの未来チャレンジ支援事
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業２件を要望しておりました。 

県から交付決定が９月にあり、地域おこし協力

隊事業が減額、国際交流事業及び中央公民館生涯

学習事業が不採択となりました。また、先ほど歳

出予算で御説明いたしましたとおり、民間団体が

行う事業は、当初２件でしたが、１件追加した３

件が交付決定となりました。以上のことから、県

補助金が 24 万 7000 円の減額となり、減額補正い

たしました。 

次に 11ページを御覧ください。 

21 款市債、1 項市債、1 目総務債、補正額

770 万円の増額補正でございます。先ほど歳出予

算で御説明いたしましたとおり、卯之町はちのじ

まちづくり事業において、事業費を精査し、合併

特例債の対象経費が増えましたので、歳入予算の

一般単独事業債を 770 万円増額するものです。 

最後に債務負担行為補正について御説明いたし

ます。予算書５ページの第２表債務負担行為補正

を御覧ください。 

せいよ地域づくり交付金（基礎型・手上げ型）

ですが、期間は令和５年度、限度額を 1 億

9000 万円と設定しております。 

内訳といたしましては、基礎型交付金が 1 億

6000 万円、手上げ型交付金が 3000 万円です。地

域づくり交付金制度については今年度見直しを行

うこととし、制度改正の円卓会議を、河野委員長

にも御出席いただき、４回開催いたしました。お

忙しい中ありがとうございました。円卓会議では

いろいろな御意見をいただきまして、基礎型交付

金と手上げ型交付金の配分については、これまで

どおりということになりましたが、交付金の早期

の交付決定を行う事務見直しについて御提案し、

承認いただいたところでございます。令和５年度

から地域づくり活動センターが運用開始いたしま

す。それぞれの地域づくり組織では、地域づくり

組織の事務局を担う地域任用職員を雇用し、地域

づくり活動の支援を行います。また地域任用職員

を雇用するために、地域づくり組織には、これま

での基礎型交付金に 300 万円及び 600 万円を追加

して交付することとしております。これまで基礎

型交付金の申請は、地域づくり組織の総会等が終

了した、５月から６月にかけて申請いただき、７

月頃に交付決定を行ってきたところですが、４月

から活動いただく地域任用職員の給与等の経費と

あわせて、事業実施経費をできるだけ早く交付す

る必要があることから、基礎型交付金の交付申請

を３月中に提出いただき、令和５年４月１日に交

付決定を行い、交付金を４月中に支払えるよう事

務を進めたいと考えております。 

また、手上げ型交付金は、地域づくり組織によ

るプレゼン方式の審査会によって、事業の決定を

判断いたしますが、新年度予算が確定した後にお

いての審査会、最終審査会というスケジュールで

は、年度当初からの事業開始が難しいため、これ

まで同様に、最終審査会を３月中に実施いたしま

して、４月以降すぐに事業が取り組めるよう事務

を進めてまいります。以上のことから、せいよ地

域づくり交付金について債務負担行為を設定する

ものでございます。 

次に６番目の宇和地区生活交通バス運転業務委

託金ですが、期間は令和５年度、限度額を 628 万

6000 円と設定しております。宇和地区の生活交

通バスは、現在の運転業務委託契約が、令和５年

３月 31 日で満了となることから、令和５年４月

１日の運行開始までに事業者を選定し、同日から

運行できる体制を整える必要があるため、債務負

担行為を決定するものです。 

以上で、議案第 151 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第８号）」のまちづくり推進課所

管分についての御説明とさせていただきます。よ

ろしく御審議の上、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

○河野委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○源委員 

えひめの未来チャレンジ支援事業、先ほど補足

資料のほうでタネマキハウスという説明あったか

と思いますがその内容についてちょっと教えてい

ただければと思います。 

○長野まちづくり推進課長 

タネマキハウスの事業について御説明いたしま

す。事業名は正式には、みんなでつくるコミュニ

ティー型コワーキングスペースタネマキハウス事

業と申します。 

こちらの事業主体は三瓶やってみん会が事業主

体となりまして、空き家店舗の改修を行い、地域
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内外の人が集える地域づくりの拠点となるコミュ

ニティー型コワーキングスペースを、地域住民と

ともに整備するというふうな内容となっておりま

す。この整備をすることによって、地域外の人材

が三瓶町に来訪するきっかけをつくることで、活

動人口を関係人口の増加を目指す事業となってお

ります。 

○源委員 

ありがとうございます。 

参考までに三瓶はどのあたりの地域でコワーキ

ングスペースをつくられる予定なのか教え願いま

す。 

○長野まちづくり推進課長 

こちらは、ちょうど三瓶支所の付近大変近い場

所に設定をされております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、まちづくり推進課所管

分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 54 分） 

 

【政策推進課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後１時 56 分） 

○河野委員長 

政策推進課の審査を行います。 

議案第 158 号「ＣＡＴＶ整備事業城川サブセン

ター整備工事変更請負契約について」を議題とい

たします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは議案第 158 号「ＣＡＴＶ整備事業城川

サブセンター整備工事変更請負契約について」御

説明申し上げます。 

本市では、テレビの難視聴解消とネット通信の

高速化を目的といたしまして、平成 20 年度から

22 年度にかけて、市内全域にＣＡＴＶが利用で

きる環境整備を行っております。拠点施設となり

ます各センターの整備から 10 年以上が経過し、

設備機器の耐用年数が過ぎ、老朽化していること

から、現在、計画的に更新整備を進めているとこ

ろでございます。 

城川サブセンターの整備工事につきましては、

令和４年第３回定例会において議決をいただいた

後、施工業者による現地調査を踏まえ、関連業者

との協議を行ったところ、サブセンター内の冷房

効率を上げるため、室内を分割している間仕切り

を撤去し、２台の空調機の性能を揃え、設置箇所

から室外機への配管の位置を変更、また発電機か

ら供給される電力を返還するスコットトランス盤

を新たに設置し、次回の更新まで、安定して稼働

できるよう、追加工事が必要となったことから、

令和４年 12 月１日に 334 万 3000 円を増額し、請

負金額を 1 億 7477 万 8000円とする工事変更請負

仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を求

めるものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

400 万円ほどアップになってるんですかね。今

説明で冷房の効率を上げるためとか、電力を変換

するスコットトランス盤を追加設備というふうな

ことでなっておるんですけども、これは当初の計

画でこのぐらいのことは分からなかったのかなと

いうのがちょっと一つ疑問に思うんですが、意見

のほうをお願いいたします。 

○原井川政策推進課長 

確かにおっしゃるとおりのところがございます

が、実際に入札後に、業者に入っていただいて現

地調査して、設計業者も含めて西予ケーブルテレ

ビも含め、協議させていただいた結果、どうして

も追加の工事、このほうが効率的ということが、

現地調査の結果判明したということでございます。 

○佐藤委員 

当初計画というのをしっかりとやっていただい
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て、室内の間仕切りの撤去とかというふうなこと

あたりもこう書いてあるんですけども、当初の計

画で、しっかりやってたらこういうふうなこと、

追加で上がるということはないですのでできるだ

け、追加が上がらないような措置をお願いしたい

と思います。 

○原井川政策推進課長 

設計とか、事前の協議の時点で、このようなこ

とがないようなことで、次回から考えて対応もし

たいと思います。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 158 号「ＣＡＴＶ整備事業城川サブセン

ター整備工事変更請負契約について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続いて、議案第 151 号「令和４年度西予市一般

会計補正予算（第８号）」のうち政策推進課所管

分を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、政策推進課

所管分について御説明させていただきます。 

まず、歳入歳出予算の補正につきまして、歳出

予算から御説明させていただきます。 

予算書の 13 ページをお開き願います。 

2 款総務費、1 項総務管理費、8 目電算管理費

の電算システム開発導入事業 1937 万 4000 円のう

ち、政策推進課で進めております、行政手続のオ

ンライン化に係る基幹系システム改修業務に伴う

経費 473万円を新たに計上するものでございます。

国のデジタルガバメント実行計画により、行政手

続のオンライン化に取り組むこととされ、総務省

の自治体ＤＸ推進計画においては、マイナンバー

カードを利用したオンライン手続を令和４年度目

標に可能とすることとされております。 

仕組みといたしましては、利用者はマイナンバ

ーカードを使用してマイナポータルから手続申請

を行います。本市側は、申請データをマイナンバ

ー系のシステムデーターへ、そのまま取り込める

よう、基盤となるシステムを整備するものでござ

います。 

本市の当初の計画では、マイナポータルからの

手続を可能としておりました児童手当等の現況届

の申請実績がなかったことから、既存の機器を利

用した、最小限の整備を検討しておりましたが、

今後、国のデジタルガバメント実行計画に関する

施策及び県の進める市町業務標準化モデル構築事

業により、オンライン手続数が増加した場合でも

対応できるように、今回、必須となるサーバー及

びセキュリティー対策を新規に計上するものでご

ざいます。 

なお、行政手続のオンライン化のうち、転入転

出ワンストップ化につきましては、社会保障・税

番号制度システム整備費国庫補助金が費用の

10 分の 10 活用できることから、令和３年度西予

市一般会計補正予算（第 11 号）において御承認

をいただき、令和４年度へ明許繰越をして、導入

を進めているところでございます。 

続きまして歳入予算について御説明をさせてい

ただきます。 

予算書９ページをお開き願います。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、8 目総務費

国庫補助金、1 節総務管理費国庫補助金において、

ただいま御説明申し上げました行政手続のオンラ

イン化に係る基幹系システム改修業務の財源とい

たしまして、地方公共団体情報システム機構が所

管するデジタル基盤改革支援事業費国庫補助金と

して、整備にかかる費用の２分の１に当たる

236 万 5000 円を計上しております。 

続きまして債務負担行為の補正について御説明

をさせていただきます。 

予算書５ページをお開きください。 

上から２番目になりますが、広報せいよ印刷製

本費でございます。期間は令和５年度限度額

720 万 5000 円を設定しております。 

広報せいよにつきましては、令和５年度第１回

目の発行が４月 20 日となることから、３月から

入稿や校正作業を行う必要がございます。そのた

め、２月には入札を執行し、業者と契約を締結す
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る必要があることから、債務負担行為を設定する

ものであります。 

続きまして３番目の情報発信アプリ構築業務委

託でございますが、期間は同じく令和５年度、限

度額は、市公式ＬＩＮＥを導入するための初期費

用 75 万 9000円を設定しております。 

現在、運用しておりますせいよ暮らしのアプリ

において、グーグルの規約変更により、新規のア

プリダウンロードが、令和５年５月１日までしか

出来ないというようなことになったため、以前よ

り検討しておりましたＬＩＮＥの導入を行うもの

でございます。ＬＩＮＥの導入は無償かつ申請後、

数カ月で行うことも可能ですが、拡張機能を導入

する場合は、構築期間が約２カ月半かかることか

ら、２月には業者と契約を締結する必要があるた

め、債務負担行為を設定するものでございます。 

市公式ＬＩＮＥの導入時点では、ごみカレンダ

ーのプッシュ通知など、せいよ暮らしのアプリに

ある機能や、子育て支援課が配信しておりますせ

いよ子育て応援ＬＩＮＥの移行を予定しておりま

す。ごみカレンダーのプッシュ通知を行う際など

に、居住地などのユーザーが登録いただいたデー

タに基づいて情報を発信することから、拡張機能

の導入が必要であると考えております。 

以上、政策推進課所管分の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○源委員 

そしたら何点か。まずピッタリサービスという

とあれだけどデジタルの関連でお尋ねします。 

今後、マイナポータルのほうができるシステム

を構築されるということだと思いますで、基本的

には子育て関係ですよね。例えば児童手当の申請

とか需給関係とかっていうのは、今現在できるこ

とだと思うんですけど、今後ほかの自治体見ると、

ほかのものでも例えばマイナポータルを使って、

いろんな手続ができるような形になりつつあると

思うんですが、今後システム導入されて、また、

さっき言ったように児童手当とかそういったこと

が、限定になると思うんですが、どのような、一

般の方向けの諸手続ができるようになるかその辺

りの見通しについて教えていただければと思いま

す。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後２時８分）

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後２時 10 分） 

○原井川政策推進課長 

担当の上甲情報推進室長が、回答させていただ

きます。 

○上甲情報推進室長 

今ほどの御質問ですが、マイナポータルを使っ

て手続ができるものの、国が示しているものにつ

きましては、児童手当の関係とか、保育園の関係、

保育料の関係とか介護関係のものについては、標

準手続として示しております。 

しかしながら、令和７年度に国がガバメントク

ラウドに移行するというところで、現在オンライ

ンに対応するために改修しても、もう一度令和７

年に向けて改修が必要となり、また莫大な費用が

かかるということもございますので、現在は市民

課が進めております転入転出のワンストップサー

ビスのところの改修でその対応、今回のシステム

の一部導入ということにしております。 

○源委員 

大変よく分かりましたありがとうございます。

そしたらもう１点、債務負担行為で公式ＬＩＮＥ

という、説明があったかと思います。ちょうど南

予でいうと宇和島市が多分去年の今、もうちょっ

と１年半ぐらい前、大洲市が 11 月から導入をさ

れておりましてようやくかなあという気分がして

おります。ちょっと前の話１年半ほど前に、ＬＩ

ＮＥの情報がどうのこうのというところがあった

かと思う。要はサーバーの情報が国内にあるって

説明されていたのに、個人情報を含めたものが海

外にあったと。今は下火になってあんまり報じら

れないんですが、基本的には、公式ＬＩＮＥとし

て、先ほどはごみ出しカレンダーであるとか、今

子育て支援課が運用されてるような情報発信系に

限るのかなというふうには思ったんですが、その

辺りどのような形で活用を考えられているのか答

弁願います。 

○原井川政策推進課長 

御質問にお答えします。委員おっしゃられると
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おり、現在のせいよ暮らしのアプリであるとか、

子育て支援課が運営してますＬＩＮＥの部分につ

いて、それを西予市で新しくＬＩＮＥを導入して、

統合して使えるようなことで、まずはそのサービ

スを継続するということを考えております。その

後、大洲市や宇和島市が通報情報とか、いろんな

ことで活用されておりますので、本市の対応も、

それぞれ必要でございますので、そういった対応

も含めながら、拡張を運用を拡大していこうとい

うふうに考えております。 

○源委員 

これで市独自というか１回目はいわゆるせいよ

暮らしのアプリが一つ、次に子育て応援のＬＩＮ

Ｅがあって、危機管理のコスモキャストが、第４

弾かなというふうに思います。 

今までの三つに関しては、ダウンロード数とか

使用者数が全く分からない子育て応援ラインは分

かるか、多分今 400 人ぐらいだったような気がし

ます、うろ覚えで申し訳ないですけど。ざっとで

申し訳ないんですけど宇和島市がおおよそ今一万

人。大洲市はまだ運用始まったばっかなんですが

恐らく多分職員関係にハッパかけたんだろうと思

います。既に 1,000 人超えております。やるから

にはぜひコスモキャストも結構な年数経ったけど、

消防団員の団員数にも至ってないっていう状況が

あるかと思います。せっかく導入したもの特にＬ

ＩＮＥというのは、皆さんも日頃本当によく使わ

れてると思いますし、やはりこんだけ特にスマー

トフォンのアプリが氾濫してる中で、新たにアプ

リを入れて、またそれを見てくれってのは非常に

手間なんで、今回ＬＩＮＥに思い切って導入され

て非常に期待を持っておりますが、せっかく導入

して、全然登録者数が増えないっていうのもまた

問題かと思いますので、まずはやっぱり導入して

最初は肝心だと思います。マイナンバーカードも

最初すごいね、大洲市に勝ったら結局負けちゃっ

てるんで、ぜひＬＩＮＥは、人口も同じぐらいで

すし、大洲市を抜き去ってですね、市民の皆さん

が、市の行政情報を的確に受け取れるっていうこ

とが１番大切だと思いますので、今回債務負担行

為ってことですんであれですけど導入に当たって、

ぜひ登録者数が増えるように、御努力いただきた

いと思います。 

○原井川政策推進課長 

御意見ありがとうございます。おっしゃられる

とおり、ＳＮＳの中でもＬＩＮＥの活用というの

が１番多いという調査も出ておりますので、大洲

市や宇和島市に負けないような活用をというふう

には考えておりますが、まずは、導入するという

ことで、今のスマホのアプリであるとか子育ての

アプリを統合して、一つにするというような形で

進めさせていただきたいと思っておりますので、

またよろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、政策推進課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 16 分） 

 

【教育部】 

【教育総務課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後２時 24 分） 

それでは、教育部の審査を行います。 

まず最初に、教育部長より挨拶をお願いいたし

ます。 

○宇都宮教育部長 

 教育部長が挨拶を行う。 

○河野委員長 

それでは、教育総務課の審査を行います。 

議案第 105 号「野村中学校外壁改修工事変更請

負契約について」を議題といたします。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎教育総務課長 

それでは、議案第 105 号「野村中学校外壁改修

工事変更請負契約について」御説明申し上げます。 

野村中学校外壁改修工事は、野村中学校の校舎

外壁の一部が剥落したことにより、外壁劣化調査
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を実施したところ、広範囲にわたって今後さらに

落下する恐れがあることが判明したため、外壁改

修工事を実施しているもので、令和４年第１回定

例会において議決をいただき、請負金額 1 億

5785 万円で株式会社だいわ 代表取締役和氣恵次

氏と契約を締結し、令和５年１月の完成を目指し

て進めているところでございます。 

今回、請負契約締結後に、普通教室等の天井雨

漏り後の修復を補修を行うため、三階天井盤を一

部撤去したところ、廊下部分における屋上スラブ

に多数の爆裂が発生しており、今後、コンクリー

ト片が落下する危険性が高い劣化箇所を新たに確

認いたしました。 

そこで、今回変更契約により、普通教室棟三階

廊下部分の屋上スラブ改修工事を追加し、安心安

全な学校生活の保障を確保するものであります。

工事の詳細については、普通教室棟三階廊下部分

の屋上スラグに、外壁と同様のピンネット工法に

よる改修工事の追加、詳細調査による外壁改修に

係る諸数量の修正、その他雨漏りの原因箇所及び

被害箇所の補修工事を追加することから、工事請

負費 1507 万 5000 円を増額し、請負金額 1 億

7292 万 5000 円とし、工期を２月末まで延長する

工事請負仮契約を去る令和４年 11 月 10 日に締結

しましたので、議会の議決を求めるものでありま

す。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上、

御決定いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○河野委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

追加工事ということで、市内中学校、野村中学

校、宇和中学校というのは非常に老朽化をしてて、

工事を進めていっても多分こういうふうに、悪い

箇所というのが出てくるんではないかと思って、

これも追加もやむを得ないと思うのですが、大体

この工事でそれ以外のところは、今のところと言

ったらいかんのですけども、修理をせないかんと

かっていうふうなことはないかどうかってだけ確

認をさしていただいたらと思います。 

○山崎教育総務課長 

今回、剥落防止対策工事に追加する範囲は、普

通教室棟三階廊下と、階段部分の屋上スラグにな

ります。教室部分の屋上スラグは木毛セメント版

を張りつける仕上げになっておりまして、爆裂に

よりコンクリート片が剥落するおそれはもうない

と考えております。ほかの階ちょっと管理棟につ

いても、確認は行いました。その中で爆裂剥落等

の発生が確認しておりませんので、今回のところ

を修復するという形で進めさせていただきます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 105 号「野村中学校外壁改修工事変更請

負契約について」原案に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 151 号「令和４年度西予市

一般会計補正予算（第８号）」のうち、教育総務

課所管分を議題といたします。 

山崎課長の説明を求めます。 

○山崎教育総務課長 

それでは、審査していただきます「令和４年度

西予市一般会計補正予算（第８号）」のうち、教

育総務課所管分について御説明申し上げます。教

育総務課所管の債務負担行為分につきまして御説

明いたします。 

予算書５ページをお開きください。 

西予市スクールバス運行業務委託として、令和

５年度 466 万円を限度額とした債務負担行為を計

上しております。これは、令和５年３月末日をも

って委託契約が切れる皆田小学校のスクールバス

１台１路線について、令和５年４月から、遅滞な

くスクールバスの運行を行うことができるよう債

務負担行為を設定し、今年度中に契約するもので

あります。 

続きまして、予算書 20 ページをお開きくださ

い。 

10 款教育費、2 項小学校費、1 目学校管理費の
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小学校一般管理庶務事業 616 万 9000 円及び同ペ

ージですが、10 款教育費、3 項中学校費、1 目学

校管理費の中学校一般管理庶務事業の 365 万

4000 円の増額補正につきましては、電力の価格

高騰により、学校施設において不足する電気料を

計上するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上、

御決定いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

○河野委員長 

山﨑課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、教育総務課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 34 分） 

 

【学校教育課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後２時 36 分） 

それでは、議案第 151 号「令和４年度西予市一

般会計補正予算（第８号）」のうち、学校教育課

所管分を議題といたします。 

青木課長の説明を求めます。 

○青木学校教育課長 

それでは、審査していただきます「令和４年西

予市一般会計補正予算（第８号）」のうち、学校

教育課所管分につきまして御説明申し上げます。 

補正予算書の５ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正として給食センター病

原性腸内細菌検査業務委託 197 万円を計上してお

ります。これは学校給食センター病原性腸内細菌

検査業務委託料につきましては、市内の給食セン

ター及び調理場で勤務する職員は毎月２回赤痢菌、

サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ－157 に係る

病原性検査を実施し、学校給食業務に従事してお

ります。 

これは、学校給食安全管理基準に基づくもので

すが、年度で契約を締結しています。委託業者と

の契約が３月末で満了となるため、今年度中の３

月中に委託業者を決定し、契約を締結しておく必

要があるためです。 

続きまして、予算書の 22 ページをお開きくだ

さい。 

給食センター運営費につきまして、学校給食庶

務事業 1167 万円を増額計上するものです。これ

は、電力の価格高騰により、市内３カ所の学校給

食センターにおいて、不足する電気料を計上する

もの及び三瓶学校給食センターの施設設備を修繕

し、維持管理を行うことで調理場の円滑な運営を

図るものであります。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上、

御決定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○河野委員長 

青木課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

５ページの債務負担行為のところですけれども、

給食センター病原性腸内細菌検査業務委託ですけ

れども、この債務負担行為は関係がないかもしれ

ませんが人数ですよね、だいたい、月２回受けら

れとるんでしょうっていうことでしたが、大体人

数とか、あと１回にどのぐらいの費用がかかって

るんですか。そういうことをちょっと参考のため

に教えてください。 

○青木学校教育課長 

今ほど御質問いただいた件ですが、まず対象者

については、施設長、栄養職員、調理員、調理員

兼運転手、そして業務員という給食に携わる全て

の職員が対象になっております。そして人数につ

いてはせいよ西で 28 人、三瓶で 11 人、せいよ東

が 22 人、個別の調理場になっております大野ヶ

原小が２人、惣川小が３人、合計の 66 人が対象

となっております。 

○加藤副委員長 

先ほどの追加で１回に費用もちょっとお聞きし

たんですがどれぐらいかかるのか教えてください。 
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○青木学校教育課長 

単価につきましてなんですが腸内細菌検査が

300 円、そしてノロウィルスについては 3,000 円

となっております。ノロウイルスについては、非

常に感染力が強いということから、検査費用もそ

の分高額となっております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、学校教育課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 42 分） 

 

【生涯学習課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後２時 45 分） 

それでは、生涯学習課の審査を行います。 

議案第 106 号「西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制定」のうち、生涯

学習課所管分を議題といたします。 

竹内課長の説明を求めます。 

○竹内生涯学習課長 

議案第 106 号「西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制定について」御説

明いたします。同条例については以下センターに

関する条例と称させていただきます。 

本条例は、令和５年４月１日付けにて設置され

ます西予市地域づくり活動センターの設置及び管

理に関して規定するものであり、本定例会におい

ては、政策企画部から上程しておるものでござい

ます。 

当課としましては、同センターの設置により、

市内の公民館が廃止となりますけれども、公民館

条例の廃止につきましては、センターに関する条

例の附則の第２において規定をし、廃止議案の上

程に変えております。また、明浜町の高山公民館

が入っております明浜町民会館の条例廃止につき

ましても同様に、附則第２に規定をしておるとこ

ろでございます。 

以上よろしく御審議の上、御決定いただきます

ようお願いいたします。 

○河野委員長 

竹内課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 106 号「西予市地域づくり活動センター

の設置及び管理に関する条例制定について」のう

ち、生涯学習課所管分について、原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして議案第 115 号「西予市図書交流館条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

竹内課長の説明を求めます。 

○竹内生涯学習課長 

議案第 115 号「西予市図書交流館条例の一部を

改正する条例制定について」御説明いたします。 

図書交流館中央館の交流施設の使用料につきま

して、現行は、各部屋１時間当たり 210 円、冷暖

房を使用した場合は、１時間当たり３割増しを規

定しております。今回の改正により、使用料の額

を１時間当たり 400 円と設定することとしており

ます。また、従来の冷暖房加算については取りや

め、冷暖房使用込みとしております。 

市主催事業、地域サークル、教育機関、社会福

祉団体などは、従来どおり原則免除の方針を継続

し、第 11 条に減免の取扱いを具体的に整理し、

規定することといたしております。 

このほか、第 18 条図書館協議会委員を任用す

るとしていた部分を委嘱するに改めております。  

また、城川町の土居公民館が老朽化のため、別

の場所へ建て替えを行い、来年４月から地域づく
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り活動センターとして運用が開始されますので、

同センターに位置づけます西予市図書交流館土居

分館の位置につきましても変更する必要がござい

まして、別表第１を改正するものでございます。 

以上よろしく御審議の上、御決定いただきます

ようお願いいたします。 

○河野委員長 

竹内課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 115 号「西予市図書交流館条例の一部を

改正する条例制定について」原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 140 号「西予市野村少年自

然の家条例を廃止する条例制定について」を議題

といたします。 

竹内課長の説明を求めます。 

○竹内生涯学習課長 

議案第 140 号「西予市野村少年自然の家条例を

廃止する条例制定について」御説明いたします。 

野村少年自然の家は、惣川小学校として昭和

30 年に建設をされまして、昭和 46 年に校舎を改

築整備し、児童生徒を対象とした研修施設として

開設をされました。しかしながら、開設から

50 年以上が経過し老朽化は顕著であり、少子化

とも相まって、利用者は年々少なくなり、平成

21 年度から休止の状態が続いております。 

地元からは、休止当初存続の要望もございまし

たけれども、老朽化や耐震性の問題から、長寿命

化には多額の経費が必要であり、今後の利用も望

めないことから、本年度をもって、本条例を廃止

するものでございます。 

以上よろしく御審議の上、御決定いただきます

ようお願いいたします。 

○河野委員長 

竹内課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 140 号「西予市野村少年自然の家条例を

廃止する条例制定について」原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 151 号「令和４年度西予市

一般会計補正予算（第８号）」のうち、生涯学習

課所管分を議題といたします。 

竹内課長の説明を求めます。 

○竹内生涯学習課長 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち、生涯学習課所管分につ

いて、予算書に基づいて御説明をいたします。 

予算書 20 ページをお開きください。 

10 款、5 項、2 目公民館費の特定財源の部分に

89 万 3000 円の減額と記載されております。特定

財源でございます。89 万 3000 円の減額。これは、

中央公民館生涯学習事業として取組ましたキャン

プ事業について、県のえひめの未来チャレンジチ

ャレンジ支援事業へ申請しておりましたが、不採

択となりまして、その補助金、庁舎内をまとめて

予算化しておりますまちづくり推進課のほうで、

その他の申請の結果もまとめて、各課の財源組替

えを行ったため、ここにこのように記載があるも

のでございます。 

歳入の県支出金の記載につきましては９ページ

の１目総務費県補助金にございますけれども、ま

ちづくり推進課の御説明の折に御確認済みのもの

かと存じます。 

次に、同目、10 節需用費のうち、光熱水費に

つきまして、387 万 9000 円を計上しております。

これは、電気料金の値上げによりまして、予算書

の事務事業名で確認いただけます市内９カ所の公

民館において、予算の不足が生じるため計上する

ものでございます。公民館ごとの補正額につきま

しては、資料のほうでも御提出させていただいて
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おります。 

次に、同目、11 節役務費の手数料 32 万円並び

に 12 節委託料、情報ネットワーク構築業務委託

料 165 万円について御説明いたします。これは、

魚成地域づくり活動センターの設置に伴う、事務

所改修工事につきまして、まず、本年度当初予算

に、工事費を計上いたしておりまして、事務室を

管内で移転するような実施の予定でございますが、

今回の補正は、事務室内に設置をしておりますイ

ントラネット情報関連機器を新しい事務室へ移設

する経費が当初予算の計上時に含まれておりませ

んでしたので、改めて計上をさせていただくもの

でございます。具体的な計上内容でございますが、

手数料 32 万円につきましては、各種配線引込み

工事等にかかる経費、委託料 165 万円は情報ネッ

トワークの再構築に係る経費となってございます。  

次に、同目、14 節工事請負費 43 万 6000 円に

つきましては、惣川公民館の地域づくり活動セン

ターの移行及び日直夜直廃止に伴いまして、事務

室が施錠管理できるよう、現在施錠出来ない状態

の窓口を改修するとともに、それに合わせて、高

齢の来客があった場合に、椅子に座っての対応が

できるよう、カウンターを低く改修を行うもので

ございます。 

次の 3 目図書館費、10 節需用費のうち、光熱

水費につきましても、今ほどの説明と同じく西予

市図書交流館中央館の光熱水費に不足が生じてい

るもので、230 万 8000 円を計上しております。 

以上で、生涯学習課の所管について説明を終わ

ります。よろしく御審議の上、御決定いただきま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

竹内課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうち生涯学習課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 58 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後３時１分） 

○青木学校教育課長 

先ほど検査人数について、回答いたしましたが、

訂正がありますので、説明させていただきます。 

先ほど 66 名ということで回答しておりました

が、そこに野村中学校の寄宿舎そこの調理員及び

指導員の５名を足していただいて、71 名が検査

対象ということで、訂正をよろしくお願いいたし

ます。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後３時１分） 

 

【スポーツ・文化課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後３時４分） 

それでは、スポーツ・文化課の審査を行います。

議案第 107 号「西予市教育委員会の職務権限に属

する事務の管理及び執行の特例に関する条例制

定」のうちスポーツ・文化課所管分についてを議

題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

それでは議案第 107 号「西予市教育委員会の職

務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関す

る条例制定について」御説明いたします。 

本議案、組織の再編に伴い西予市教育委員会の

職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関

する条例制定であり、教育委員会の権限に属する

事務のうち、市長が管理し及び執行するものの範

囲を定める条例制定でございます。 

その改正内容についてでございますが、西予市

教育部局から、市長部局に移管される事務事業と

して、スポーツに関すること（学校における体育

に関することを除く。）そして文化に関すること

（文化財の保護に関することを除く。）この二つ

スポーツと文化に関することでございます。 

次に、附則の４にございます。同様に合わせて、

市長部局に移管されます西予市三瓶文化会館条例

については、条例のうち条例の中の西予市教育委

員会の文言部分を市長に改めそして、第 11 条の
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使用料の減免については、市内施設の統一ルール

として、減免規定を追記し、一部を改正するもの

でございます。 

次に、附則の５番西予市宇和文化会館につきま

しても同様に同条例中の西予市教育委員会の文言

の部分を市長に改め、そして、第９条教育委員会

規則を規則に第 13 条においては、利用者が前項

の義務を履行しないときは「市長において原状に

回復し、これに要した費用は利用者の負担とす

る。」１項を加え第 15 条教育委員会規則で、

「市長が別に」に改めます一部改正でございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 107 号「西予市教育委員会の職務権限に

属する事務の管理及び執行の特例に関する条例制

定」のうちスポーツ文化課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続いて、議案第 110 号「西予市ギャラリーしろ

かわ条例の一部を改正する条例制定について」を

議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

それでは、議案第 110 号「西予市ギャラリーし

ろかわ条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、西予市ギャラリーしろかわに係

る観覧料に関する規定の見直しを行うためのもの

であります。改正の主な内容につきましては、第

４条中の副館長を削り、観覧料の第８条第２項の

部分に市長が別に観覧料を定めることができると

いう文言を加え、そして、観覧料の減免として、

市内施設の統一ルールの減免規定について追記し

まして、別表第８条関係の観覧料の備考を一部改

正するものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 110 号「西予市ギャラリーしろかわ条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続いて、議案第 111 号「西予市営球場条例の一

部を改正する条例制定について」を議題といたし

ます。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 111 号「西予市営球場条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

今回の改正は、西予市営球場に係る使用料に関

する規定見直しを行うためのものであります。 

改正の主な内容につきましては、第９条使用料

の減免に、市内の統一ルールとして、減免規定を

追記し、使用料の別表第８条関係を改正するもの

であります。 

以上、よろしく御審議の上御決定くださいます

ようお願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 111 号「西予市営球

場条例の一部を改正する条例制定について」原案
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に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員であります。当委員会としては原案ど

おり可決することに決しました。 

続いて、議案第 112 号「西予市運動公園条例の

一部を改正する条例制定について」を議題といた

します。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 112 号「西予市運動公園条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

を御説明申し上げます。 

今回の改正は西予市運動公園に係る使用料に関

する規定等の見直しを行うためのものであります。 

改正の主な内容につきましては、第４条中の西

予市宇和プールの利用時間の変更、そして第９条

使用料の減免に市内施設の統一ルールとして、減

免規定を追記し、使用料の別表第９条関係を改正

するものであります。 

以上御審議の上、御決定いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 112 号「西予市運動公園条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 113 号「西予市立学校施設

の開放に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」を議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

議案第 113 号「西予市立学校施設の開放に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、市内の学校開放施設の使用料に

関する規定の見直しを行うためのものでございま

す。 

改正の主な内容につきましては、第３条中の利

用者の範囲等、第 10 条使用料の減免に市内施設

の統一ルールとして減免規定を追記し、使用料の

別表第９条関係を改正するものであります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 113 号「西予市立学校施設の開放に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 114 号「西予市歴史民俗資

料館及び郷土文化保存伝習施設条例の一部を改正

する条例制定について」を議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 114 号「西予市歴史民俗資

料館及び郷土文化保存伝習施設条例の一部を改正

する条例制定について」提案理由の御説明を申し

上げます。 

今回の改正は、西予市歴史民俗資料館及び郷土

文化保存伝習施設条例に関する観覧料に関する規

定の見直しを行うためのものであります。 

改正の主な内容につきましては、同条例中の入

館料の部分を観覧料に改め、第 13 条観覧料の減

免、市内施設の統一ルールとして、減免規定につ

いてを追記しまして、別表第２第 11 条関系の観

覧料を改正するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 
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○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 114 号「西予市歴史民俗資料館及び郷土

文化保存伝習施設条例の一部を改正する条例制定

について」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続いて、議案第 130 号「西予市城川総合運動公

園条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 130 号「西予市城川総合運

動公園条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、城川総合運動公園に係る使用料

に関する規定を見直すとともに、組織再編に伴う

整備を行うためのものであります。 

改正の主な内容につきましては、同条例中の教

育委員会の部分を市長に改め、そして第５条の利

用者の部分についても改め、第 12 条の使用料の

減免については、市内統一ルールのものに沿って

減免規定について追記しまして、別表第２第

11 条関係についてを改正するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 130 号「西予市城川総合運動公園条例の

一部を改正する条例制定について」原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 131 号「西予市営プール条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 131 号「西予市営プール条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、市営プールの使用料の規定を見

直すとともに、組織再編に伴う整備を行うための

ものでございます。 

改正の主な内容につきましては、同条例中の教

育委員会を市長に改め、第２条の西予市宝泉坊プ

ールの位置について、住所についてを改め、第６

条の使用料の減免について、これにつきましては

市内統一ルールとして、減免規定についてを追記

しております。そして、別表第５条関係の使用料

についてを改正するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 131 号「西予市営プール条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 132 号「西予市社会体育施

設条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 
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○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 132 号「西予市社会体育施

設条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、社会体育施設の使用料に関する

規定の見直し及び組織再編に伴う整備を行うため

のものでございます。 

改正の内容につきましては、第３条中の利用者

の範囲、そして、同条例中の教育委員会を市長に

改めます。第 10 条使用料の減免に市内施設の統

一ルールとして、減免規定を追記し、第 13 条中

の「９条」を「８条」に改め、別表第１の運動場

の住所、貝吹地区グラウンド、渓筋地区グラウン

ドの２施設、そして体育館の住所、渓筋地区体育

館の１施設の住所変更、そして使用料の別表第２

第９条関係についてを改正するものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 132 号「西予市社会体育施設条例の一部

を改正する条例制定について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 133 号「西予市市民憩の家

条例の一部を改正する条例制定について」を議題

といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 133 号「西予市市民憩の家

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、市民憩の家の使用料に関する規

定の見直し及び組織再編に伴う整備を行うための

ものであります。 

改正の主な内容につきましては、本条例中の教

育委員会を市長にそして、第３条中の利用開始時

間を改め、第８条使用料の減免に市内施設の統一

ルールとして、減免規定を追記し、別表第７条関

係を改正するものであります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 133 号「西予市市民憩の家条例の一部を

改正する条例制定について」原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 134 号「西予市ふれあいの

森林施設条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

議案第 134 号「西予市ふれあいの森林施設条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

今回の改正は、ふれあい森林施設の使用料に関

する規定の見直し及び組織再編に伴う整備を行う

ためのものでございます。 

改正の主な内容につきましては、本条例中の教

育委員会の部分を市長に改め、第６条中にある

「または指定管理者」を削り、第８条使用料の減

免に市内施設の統一ルールとして、減免規定を追

記し、第９条中使用料等を使用料に改め、別表第

７条関係を改正するものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

今アウトドアで非常にキャンプあたり、どうい

うかいろんな方がなされているようですが、この

ログハウス１棟、サイト１基あたりのところで、

使用というのは結構増えてる状態ですか。 

○浅井スポーツ・文化課長 

コロナ禍で、多少規制もあって利用をこちらも

規制をしておったんですけど、その規制がなくな

りますと、結構人気のある施設で、ログハウスは

結構この夏休み期間中は、県内外からも、割と申

込みの申請がございます。 

○河野委員長 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 134 号「西予市ふれあいの森林施設条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 135 号「西予市乙亥の里条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 135 号「西予市乙亥の里条

例の一部を改正する条例制定について」説明いた

します。 

今回の改正は、使用料の規定を見直すとともに、

組織再編に伴う整備を行うためのものでございま

す。 

改正の主な内容につきましては、第 15 条の使

用料の減免に市内の統一ルールとしての減免規定

について追記し、別表第１条第 13 条関係につい

て使用料についての改正するものでございます。

そして、別表の中を少し説明させてください。第

13 条関係ですけど、改正がありまして相撲練習

施設そして研修室、会議室、トレーニング室につ

きましては、210 円から 300 円に値上げをしてお

るところでございます。それから、トレーニング

マシン室、占用にする場合がというものを追記し

ております。これにつきましては、トレーニング

室を団体等が使用するときに、占用したいという

申出がありまして、そういう場合にもこたえると

いうことで今回、トレーニングマシン室の占用す

る場合という区分を一つつけ加えております。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

今御説明があったトレーニングマシン室の占用

する場合なんですけれども、料金が 880 円という

ことなんですけれども、大体その占用される場合

は何人ぐらいで大体使われているのかということ

と、どんなマシンがあるのか具体的に教えていた

だきたいと思います。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 35 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後３時 36 分） 

○佐藤野村教育課長 

乙亥会館のマシン室についてお答えいたします。

マシン室の占用につきましては、今まではマシン

単体での貸出ししかしておりませんでしたので、

占用の貸出しはございませんでした。マシンにつ

きましては８台あります。８台置いてありますの

で、８台分の 110 円ということで 880 円というこ

とで設定させていただいております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

議案第 135 号「西予市乙亥の里条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 
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続きまして、議案第 136 号「西予市俵津文楽会

館条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 136 号「西予市俵津文楽会

館条例の一部を改正する条例制定について」御説

明いたします。 

今回の改正は、使用料に関する規定の見直しと

ともに、組織再編に伴う整備を行うためのもので

ございます。 

改正の主な内容につきましては、同条例中にあ

ります教育委員会を市長に改め、そして、第９条

使用料の減免に市内施設の統一ルールとして減免

規定についてを追記し、一部を改正するものでご

ざいます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 136 号「西予市俵津

文楽会館条例の一部を改正する条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 139 号「西予市城川文書館

設置条例の一部を改正する条例制定について」を

議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

それでは、議案第 139 号「西予市城川文書館設

置条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は城川文書館設置条例に係る名称及

び位置の変更に関する規定の見直しを行うもので

あります。 

城川文書館につきましては、築後 100 年以上を

経過しており、老朽化の著しい施設であり、移転

を検討しておりましたところ、土居公民館の建て

替えに伴い、どろんこ祭り保存館にある展示品が

土居地域づくり活動センター内に移転保存される

ことになりました。どろんこ祭り保存館を文書館

として再利用するよう、文書館の位置、番地を変

更するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りします。 

議案第 139 号「西予市城川文書館設置条例の一

部を改正する条例制定について」原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 151 号「令和 4 年度西予市

一般会計補正予算（第８号）」のうち、スポー

ツ・文化課所管分を議題といたします。 

浅井課長の説明を求めます。 

○浅井スポーツ・文化課長 

続きまして、議案第 151 号第８号補正スポー

ツ・文化課分の説明をさせていただきます。 

「令和４年度西予市一般会計補正予算書（第８

号）」のうちの部分でございます。今回のスポー

ツ・文化課に関する補正は、社会体育施設等の７

施設の不足する電気代、三瓶文化会館の施設整備

修繕料と工事請負費、そして宇和運動公園の陸上

競技場夜間照明ＬＥＤ化の工事請負費の増額補正

でございます。 

それでは、歳出から御説明いたします。予算書

は、21 ページをお開きください。 

10 款教育費、6 項文化振興費、3 目文化施設運

営管理費、509 万 9000 円の増額補正でございま

す。これは、ギャラリーしろかわが 230 万円、三

瓶文化会館 73 万 6000 円、そして朝立会館 18 万
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9000 円、これらの施設の不足する電気代でござ

います。合計が 322 万 5000 円の増額補正、電気

代分でございます。この補正は、原材料価格高騰

や石油価格の上昇に起因する電気代の値上がりに

よる不足分を補正するものでございます。 

次に、三瓶文化会館の裏口玄関の扉修繕でござ

います。これに 161 万 5000 円、合わせて電気錠

一式取替え工事費として 25 万 9000 円を計上する

ものでございます。これは、裏口玄関扉の修繕と

令和５年４月１日から無人となる時間帯の三瓶文

化会館利用者のかぎの受渡し方法の見直しに伴い、

会場セキュリティーにあわせ電気錠を取り替える

工事でございます。 

次に、予算書 22 ページを御覧ください。 

10 款教育費、7 項保健体育費、2 目体育施設費、

449 万 7000 円の増額補正でございます。 

まず、電気代でございますが、これは、宇和運

動公園の 71 万 6000 円、乙亥会館 210 万円、三瓶

体育館 41 万 8000 円、下泊地区体育館 17 万

3000 円の不足するこの４施設の電気代、合計

240 万 7000 円でございます。先ほどの説明同様

ですが、原材料価格の高騰により、起因する電気

代値上がりにより不足する電気代の補正でござい

ます。 

次に、宇和運動公園陸上競技場の夜間照明を、

ＬＥＤ化改修工事費として 209 万円を計上するも

のでございます。これは、宇和陸上競技場を利用

する子どもたちの陸上教室。また、中学生高校生

の陸上部の部活動の練習時において、夜間、夜暗

くなったときに、周辺部が少し暗くて安全が保て

ないということ、そしてあわせて周辺で市民の

方々が散歩やウオーキングする方の夜間の安全確

保のため、ＬＥＤ化の改修工事として増額補正す

るものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願いいたします。 

○河野委員長 

浅井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 151 号「令和４年度西予市一般会計補正

予算（第８号）」のうちスポーツ・文化課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 48 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午後３時 48 分） 

○加藤副委員長 

総務常任委員会を閉会いたします。御苦労さま

でした。 

 

 

閉会  午後３時 48 分 

 

 

西予市議会委員会条例第 30 条第１項の規定に

よりここに署名する。 

 

西予市議会総務常任委員長 

 

河野 清一 


